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関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

H27 108 04_雇用・労
働

都道府県 栃木県 厚生労働省 A　権限
移譲

労働時間等の設定の改善に関
する特別措置法第３条第１項

労働時間等の設定の改
善に関する特別措置法
における「指導、援助等」
権限の都道府県への付
与

労働時間等の設定の改善に関する指導、援助等につい
ては、その地域の特性を踏まえたうえで、都道府県の行
政事務として担うことで、効果的かつ効率的な行政事務
の執行が可能となることから、当該事務の権限を都道府
県へも付与する。

【支障事例】
県の各労政事務所において、日々、事業所訪問を行い、「育児・介護休業法」、「男女雇用機会均等法」、
「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」等の普及啓発に努めている。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第３条第１項には、国の責務として「指導（＝行政指導）」、
「援助」、「広報」、「啓発活動」について規定され、同条第２項には県の責務として「広報その他の啓発活
動」は規定されている。
県の責務として「指導、援助等」は規定されていないため、「労働時間等の設定の改善に関する特別措置
法」上の「指導、援助等」をどこまで行ってよいか疑義があり、現在、踏み込んだ対応を行っていない。

【制度改正の必要性】
法律上、明確に地方公共団体の責務と位置付けられることで、法律の根拠に基づく行政指導を行うことが
できる。 （つまり、事業所に対し訪問理由を明確に説明することができる。単なる普及啓発から一歩踏み込
んだ対応をすることができる。労働局や労働基準監督署よりも頻繁に訪問することが可能であるため、各
事業所の実態に合った指導を行うことができる。等のメリットがある。）
 「援助」について、法律上、明確に地方公共団体の責務と位置付けられることで、予算措置（＝財政的援
助）も含めた対策を検討することができる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 110 01_土地利
用（農地除
く）

都道府県 栃木県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

国土利用計画法第９条第14項 都道府県の土地利用基
本計画の変更に係る国
土交通大臣への協議の
事後報告への変更

国土利用計画法に基づき都道府県が土地利用計画（計
画図）を変更する際に義務付けられている国土交通大臣
への協議を廃止し、事後報告へ変更する。

【制度改正の必要性】
国土利用計画法第９条第14項の規定により、都道府県が策定する土地利用基本計画の変更は、国と協
議を要することとされている。
計画書の変更については、協議の必要性を理解するが、計画図の変更(都市計画見直しに伴う都市地域
の拡大又は縮小、市街化区域編入を伴う農業地域の縮小等）については、各個別規制法において、協議
不要若しくは、事前に国の関係機関との調整が完了し、重複した手続きとなっており、特に平成23年度以
降協議は書面の送付のみとなり、変更内容について国土交通大臣と調整したことはなく、形式的なものと
なっているため、協議事項ではなく、簡易な資料による事後報告事項とすべきである。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

経済産業省
（中小企業
庁）

A　権限
移譲

中小企業・小規模事業者ワンス
トップ総合支援事業公募要領

中小企業・小規模事業者
ワンストップ総合支援事
業の都道府県への移譲

各都道府県の中小企業・小規模事業者ワンストップ総合
支援の体制整備に必要な「よろず支援拠点」及び「コー
ディネーター」選定等の事務を、必要となる人員、財源と
ともに、中小企業庁から各都道府県へ移譲する。

H27 107 07_産業振
興

都道府県 栃木県

H27 109 02_農業・農
地

都道府県 栃木県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農地中間管理事業の推進に関
する法律施行規則　第11条第2
項第2号の1から8
農地中間管理事業の推進に関
する法律第18条、第19条、第21
条、第22条

農地中間管理事業に係
る事務手続きの簡素化

１農用地利用配分計画の認可申請に係る添付資料につ
いて、認定農業者及び認定就農者については計画認定
書の写しのみとし、併せて土地の登記事項証明書は、農
地台帳の写しに代替する。
２市町村による農用地利用配分計画案の作成について
は、農業者等による協議の結果を重視し、農用地利用配
分計画の縦覧を廃止する。
３機構が貸し付けた農用地については、農用地等の利
用状況の報告等を廃止する。
４機構の農地中間管理事業に係る業務委託について、
都道府県知事の承認を廃止する。

【制度改正の必要性】
農地中間管理事業については、従来事業に比べ手続きが煩雑で、担い手への権利設定までに多くの時
間を要している。また、機構から市町等への業務委託に際しては、県の承認を要するなど非効率的であ
る。そのため、別紙のとおり規定を見直し事務を簡素化することで、事業の推進を図る。

【支障事例】
１～３について（１、３：事務手続きの煩雑さ　２：事務手続き期間の長さ）
H27年度当初に農地中間管理事業の推進についての市町キャラバンを実施し、県内全２５市町に県及び
機構の担当者が出向き、各市町毎に推進上の課題について検討したところ、全市町が①事務手続きの煩
雑さ（提出資料の多さ等）と、②事務手続き期間の長さ（貸付希望者が機構に農地を貸付け、機構から借
受希望者へ権利設定されるまでの期間）を課題として挙げた。
市町、市町農業公社等は、農地中間管理事業だけではなく、農業経営基盤促進法に基づく賃借権の設
定等（従来事業）について、相談窓口となり、その後の事務手続きを行っている。
面的な農地集積を図るため、市町等は農地の貸付希望者や借受希望者に対し農地中間管理事業の活
用を誘導しているものの、①、②の理由で、結果としてユーザーである農地の貸付希望者や借受希望者
の多くが従来事業での権利設定を選択している。（【参考】26年度の本県における農地の権利設定の状
況：○農地中間管理事業での権利設定：４５０件、○従来事業：約5,800　＋　1,000～2,000件）
４について
機構の農地中間管理事業に係る業務委託の都道府県知事の承認については、毎事業年度ごとに必要と
なるが、予算措置による補助事業の計画協議で機構の業務委託について審査は十分に可能である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

【制度改正の必要性】
中小企業は多種多様であるとともに地域毎の特性があるため画一的な運用を行うべきでなく、地域の実情
に応じて、長期的な視点に立ちながら重点的・効果的・効率的な施策を展開することが望ましい。
支援の質を一定以上にすることが必要だとすれば、国の要領等やコーディネーター等を対象とした研修
会等を国が実施することで都道府県間のレベルの統一等は可能と考える。
【支障事例】
所謂小規模基本法、小規模支援法の趣旨に基づく、小規模企業の持続的な発展や県、市町で策定中の
地方創生総合戦略の着実な推進のためには、各種支援機関同士の緊密な連携により、国のみならず県、
市町の施策を多くの企業に有効に活用してもらうことが重要である。
栃木県においては中小企業支援の中核的な役割を担う（公財）栃木県産業振興センターが事業を受託し
ているが、当該センターと「よろず支援拠点」の２つの総合的支援窓口があることや、地方公共団体の関与
がないため、地域で実施している各種支援事業と連動した効果的・効率的な運営ができていない。
「よろず支援拠点」には市町との連携に関するノウハウが無く、連携が必要な際には、県の関与が必要で
あり非効率的である。また、「よろず支援拠点」の支援情報等が県にないため、商工団体等と連携して実施
するセミナー開催等について、事前に県の事業との棲み分けができない。
中長期的な視点に立った、県、市町、商工団体等支援機関の連携による伴走型支援体制を構築する中、
国の方針によってその存立が左右される「よろず支援拠点」を位置づけることが難しい。
【財源スキーム】
経産省→県（交付金）→よろず支援拠点（委託費）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

－ － － － － －

６【国土交通省】
（16）国土利用計画法（昭49法92）
土地利用基本計画の策定及び変更に係る国土交通大臣に対する協議（９条）については、今
後の経済社会情勢に即した土地利用基本計画制度の在り方の検討の状況及び都道府県の
意向を踏まえ、廃止を含めた適切な在り方について検討し、平成28年中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。

４【経済産業省】
（11）中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業
中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業により整備されるよろず支援拠点について
は、国と都道府県の連携強化を図るため、都道府県及び都道府県が独自に行う支援事業の
実施主体と国が行うよろず支援拠点の定期的な意見交換の仕組みを平成28年度中に構築す
る。

【経済産業省】平成28年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合
支援事業（よろず支援拠点）公募要領（平成28年2月）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
107

６【農林水産省】
（14）農地中間管理事業の推進に関する法律（平25法101）
農用地利用配分計画へ添付する全部事項証明書（施行規則11条２項２号）については、省令
を改正し、当該添付を平成28年度から不要とする。
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関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

H27 112 02_農業・農
地

都道府県 佐賀県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

鳥獣被害防止緊急捕獲等対策
実施要領
（別記３）第２　２（２）

鳥獣被害防止緊急捕獲
対策における捕獲個体
の確認方法の変更

鳥獣被害防止緊急捕獲等対策における捕獲個体の確
認について、市町村担当者が捕獲現場に直接赴き、当
該捕獲鳥獣を実際に確認する方法（現場確認）を基本と
されているが、これを市町村担当者ではなく、市町村長
が任命、又は指名することとしている「鳥獣被害対策実施
隊」の隊員でも行うことができるようにすること。

【支障事例】
鳥獣被害防止緊急捕獲等対策における捕獲実施の確認については、市町村の担当者が捕獲現場に直
接赴き、当該捕獲鳥獣を実際に確認する方法（現地確認）を基本とされ、現地確認が困難な場合は、写真
や捕獲個体又はその部位による確認など、確実に確認できる方法を事業実施主体等が適切に定めると規
定されている。
しかし、写真や捕獲個体又はその部位では個体確認についての精度が保たれないことから、本県では市
町の担当者が捕獲現場に直接赴き確認することを基本としている事業主体が多く、特に小規模な事業主
体で現場確認を基本としているところが多い。
しかしながら、マンパワーが限られている市町職員が対応することは負担が大きく、基本としている現場確
認が困難な場合がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 115 03_医療・福
祉

都道府県 愛媛県、徳島
県、香川県、高
知県

厚生労働省 A　権限
移譲

難病の患者に対する医療等に
関する法律第５条第１項、第40
条

難病法における医療費
助成制度の実施主体に
保健所設置市を追加す
ること

難病法における医療費助成制度の実施主体に、都道府
県及び指定都市（平成30年４月１日施行）のほか保健所
設置市も加える

【支障事例】
現在は、保健所設置市に申請受付等の事務を委託しているが、申請受付等に係る全ての事務を委託し
ていない（委託できない）ため、患者は、保健所で対応できない手続き（高額療養費の適用区分欄の記載
変更等）については、県庁まで来所する必要があり、患者等にとっては、混乱を招くとともに二度手間と
なっている。また、その際に、療養の支援に関する相談があっても、保健所設置市に連絡することは可能
であるが、患者等からするとワンストップサービスとならず、患者のニーズにタイムリーに対応できない場合
がある。
【改正の必要性】
患者等の相談のきっかけともなる医療費助成制度の実施主体に保健所設置市を加えることにより、患者等
の難病に関する相談等窓口の一元化が図れ、ワンストップサービスにもつながり、患者等の負担が軽減さ
れる。また、保健所が実施する難病患者支援事業や実態把握などに医療費助成受給者の情報を活用す
ることが可能となり、患者や地域の実情に合った取り組みができるとともに、保健所の機能強化につなが
る。国は、法施行後５年以内を目途としてで検討すること（法附則第２条）となっていることから、法施行後
の早期に、検討に当たっての基本的な考え方、方向性等について確認することで、難病患者の支援体制
整備等の見直しや推進に活かすことができる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 116 07_産業振
興

都道府県 愛媛県 経済産業省
（資源エネ
ルギー庁）

B　地方
に対する
規制緩和

原子力発電施設立地地域共生
交付金交付規則第3条

原子力発電施設立地地
域共生交付金の交付対
象事業への弾力的な充
当

当交付金は県が作成し、国の承認を受けた地域振興計
画に基づき交付されるものであるが、入札減少金が生
じ、執行額が事業ごとの計画額を割り込んだ場合には、
他の事業に充当できず、交付限度額どおりの交付を受け
ることができない。
原子力発電施設立地地域共生交付金交付規則第3条第
3項に規定する大臣の承認が必要な地域振興計画の柔
軟な変更等により、交付金が地方の実施事業に十分活
用できるような制度としてほしい。

【支障事例】
現行制度は、県が作成し、国の承認を受けた地域振興計画に基づき交付されるものであるが、入札減少
金が生じ、執行額が事業ごとの計画額を割り込んだ場合には、他の事業に充当できず、交付限度額どお
りの交付を受けることができない。
（当交付金は、同交付金交付規則第3条第3項に定める地域振興計画に基づき交付されるものであり、本
県の場合、核燃料サイクル交付金では基金を造成しているのに対し、共生交付金は当該年度での実施事
業費を申請している。
共生交付金もサイクル交付金と同様に、基本的には、入札減少金などの発生により、その年度のその事業
の交付金充当実績額が計画額を割り込んだ場合には、その割り込んだ額については、地域振興計画の
変更により翌年度以降の同事業に充当することができることになっている。
現在のところ、地域振興計画書に位置付けた個別事業ごとの交付金充当額に変更は生じていないが、今
後、事業最終年度に入札減少金が発生し、個別事業ごとの事業費に充当しきれず、個別事業間での流
用ができなければ、サイクル交付金と同様に、交付限度額（25億円）どおりの交付を受けることができない
懸念がある。）
【効果】
大臣の承認が必要な地域振興計画の柔軟な変更等により、入札減少金を他の事業に充当することによ
り、交付金が地方の実施事業に十分活用できることとなり、一層の原子力発電施設の長期的な運転の円
滑化に資することができる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

B　地方
に対する
規制緩和

核燃料サイクル交付金交付規則
第3条

核燃料サイクル交付金の
交付対象事業への弾力
的な充当

当交付金は県が作成し、国の承認を受けた地域振興計
画に基づき交付されるものであるが、入札減少金が生
じ、執行額が事業ごとの計画額を割り込んだ場合には、
他の事業に充当できず、交付限度額どおりの交付を受け
ることができない。
核燃料サイクル交付金交付規則第3条第3項に規定する
大臣の承認が必要な地域振興計画の柔軟な変更等によ
り、交付金が地方の実施事業に十分活用できるような制
度としてほしい。

H27 117 07_産業振
興

都道府県 愛媛県 【支障事例】
現行制度は、県が作成し、国の承認を受けた地域振興計画に基づき交付されるものであるが、入札減少
金が生じ、執行額が事業ごとの計画額を割り込んだ場合には、他の事業に充当できず、交付限度額どお
りの交付を受けることができない。
（当交付金は、同交付金交付規則第3条第3項に定める地域振興計画に基づき交付されるものであり、本
県の場合、事業実施の前年度までに、同交付金により基金を造成し、その基金を取り崩すことによって、
地域振興計画に定めた事業を実施している。
基本的には、入札減少金などの発生により、その年度のその事業の交付金充当実績額が計画額を割り込
んだ場合には、その割り込んだ額については、地域振興計画の変更により翌年度以降の同事業に充当
することができることになっている。
しかし、平成22年度の伊方町の防災行政無線整備事業に要する財源は、平成21年度に交付申請し交付
決定を受け積み立てたものであり、22年度に入札減少金が発生したが、単年度事業であったため、翌年
度以降に活用することができず、国へ返還した経緯がある。
本制度は60億円を限度として交付されるものであるが、本県では、この入札減少金を返還しており、限度
額どおりの交付を受けることができない見通しであるため、地域振興計画の変更承認などにより、サイクル
交付金を活用する予定事業の中であれば、交付申請内容と異なる事業への充当も可能となるような制度
とし、交付限度額全額の事業への充当ができるようにしていただきたい。）
【効果】
大臣の承認が必要な地域振興計画の柔軟な変更等により、入札減少金を他の事業に充当することによ
り、交付金が地方の実施事業に十分活用できることとなり、一層の核燃料サイクル施設の設置及び運転の
円滑化に資することができる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

経済産業省
（資源エネ
ルギー庁）
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６【農林水産省】
（17）鳥獣被害防止総合対策交付金
(ⅰ) 鳥獣被害防止総合対策交付金により有害捕獲を行う際の捕獲実施の現地確認者につい
ては、市町村長により任命等された鳥獣被害対策実施隊員も含まれることとし、地方公共団体
に平成27年度中に通知する。

【農林水産省】鳥獣被害防止総合対策交付金の運用について（平成
28年3月24日付け農村振興局農村政策部農村環境課長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
112

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － －－ － －
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関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
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根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
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提案
団体

年
年別
管理
番号

医薬品医療機器等法第14条第
1項、同条第9項、同法第81条、
医薬品医療機器等法施行令第
80条第2項第5号、昭和45年9月
30日付薬発第842号「かぜ薬の
製造（輸入）承認基準について」
他

医薬品製造販売等の地
方承認権限の範囲拡大

現在、製造販売承認に関して、漢方製剤、生薬単味製
剤、並びに、生薬のみからなる製剤（承認基準の制定さ
れたもの）の多くは、国（医薬品医療機器総合機構）が承
認権者となっているが、これを都道府県へ権限移譲して
いただきたい。

【制度改正の必要性】
漢方製剤、生薬単味製剤、並びに、生薬のみからなる製剤については、本県でも審査が可能であるにも
関わらず、国の審査となっている。
権限を国から都道府県へ移譲することで、承認期間を約3ヶ月に短縮することができ、医薬品製造販売業
者の新商品開発に係る時間を短縮できるメリットがある。
なお、品目の承認要件となるＧＭＰ適合性調査は都道府県が行っており、承認の権限が国から県に移譲
されることで、承認権者と調査権者が同じとなり事務の効率化が図られる。
【支障事例】
漢方のメッカ推進プロジェクトの出口戦略として漢方製剤や生薬製剤の拡大を図るうえで、新たな商品開
発に相当な時間を要するという支障が生じている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 118 05_教育・文
化

都道府県 愛媛県 文部科学省 B　地方
に対する
規制緩和

学校教育法施行規則第140条

【通知】
平成 25 年 10 月４日付け25 文
科初第 756 号
障害のある児童生徒等に対する
早期からの一貫した支援につい
て（通知）

教育支援資料～障害のある子
供の就学手続きと早期からの一
貫した支援の充実～（平成25年
10月　文部科学省初等中等教
育局特別支援教育課）

通級による指導の対象と
なる障害の種類の見直し

知的障害を通級による指導の対象に加える。 【支障事例】
小中学校の通常の学級には、知的障害児が在籍できるにもかかわらず、通級による指導の対象外である
（平成 25 年 10 月４日付け25 文科初第 756 号通知）ことから、個々の障害の状態等に応じた特別の指導
を受けることができない。
そこで、学校現場では保護者の希望に沿うよう、通常の学級の中で各教師が可能な範囲で個別の配慮を
行っている。

【地域の実情を踏まえた必要性】
本県では、インクルーシブ教育システム構築という国の方針のもと、多様な学びの場の整備を進めている。
通常の学級に在籍する知的障害児についても、他の障害種と同様に通級による指導を行うことで平等な
教育機会が確保できる。

【制度改正による効果】
個々の障害の状態に応じた特別の指導が可能となることで、多様な学びの場の整備につながるとともに、
学校現場の負担を軽減し、子供の成長を願う保護者の期待に応えることになる。

【制度改正の経緯】
通級学級に関する調査研究協力者会議の審議のまとめ（平成４年３月30日）において、知的障害につい
ては「原則として、主として特殊学級において、いわゆる固定式により指導することが適切である。」と示さ
れ、平成５年度から開始された通級による指導の対象とならなかった。なお、平成18年度の制度改正で
は、発達障害が新たに通級の対象となったが、知的障害は対象とされなかった。
平成25年９月には学校教育法施行令等が改正され、障害のある児童生徒の就学先が総合的判断による
こととなったことから、知的障害児も制度上、当然に通常の学級に在籍することとなった。
しかし、平成25年10月の25文科初第756号通知でも、知的障害児は通級による指導の対象外とされてい
る。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 120 03_医療・福祉 奈良県都道府県 厚生労働省 A　権限
移譲



56 / 192 ページ

URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【文部科学省】
（１）学校教育法（昭22法26）
 (ⅱ) 通級による指導の対象となる障害の種類（施行規則140条）については、知的障害による
学習上又は生活上の困難を改善・克服するために効果的な指導内容等の実践研究を地方公
共団体の参加を得て実施した上で、研究成果の検証を踏まえて知的障害を加えることについ
て検討し、平成31年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

４【厚生労働省】
（３）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭35法145）
医薬品の承認（14条１項）の事務・権限については、告示を改正し、以下に掲げる一般用医薬
品であって、日本薬局方（41条１項）において品質に係る規格が定められているものは、承認
基準の見直しを行った上で、都道府県に移譲する。
・一般用漢方処方製剤（平成28年度中）
・生薬単味製剤（平成29年度中）

【厚生労働省】一般用漢方製剤製造販売承認基準について（平成29
年3月28日付け厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）
【厚生労働省】一般用生薬製剤製造販売承認基準について（平成29
年12月21日付け厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）
【厚生労働省】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第80条第2項第5号の規定に基づき厚生労
働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件について（平
成29年3月28日付け厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）
【厚生労働省】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第80条第2項第5号の規定に基づき厚生労
働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件について（平
成29年12月21日付け厚生労働省医薬・生活衛生局長通知）
【厚生労働省】「承認基準の定められた一般用医薬品の申請書の記載
及び添付資料の取扱い等について」の一部改正について（平成29年3
月31日付け厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知）
【厚生労働省】都道府県知事が承認する漢方製剤の製造販売承認事
務の取扱いについて（平成29年3月31日付け厚生労働省医薬・生活衛
生局医薬品審査管理課長通知）
【厚生労働省】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確
保等に関する法律施行令第80条第2項第5号の規定に基づき厚生労
働大臣が指定する医薬品の種類等の一部を改正する件」（平成29年
厚生労働省告示第358号）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
120
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H27 121 02_農業・農
地

都道府県 奈良県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農業の有する多面的機能の発
揮の促進に関する法律第３条、
多面的機能支払交付金実施要
領第１ ８（３）、第２ ８（４）

多面的機能支払に係る
交付金の改正

多面的機能支払に係る３交付金（農地維持支払・資源向
上支払（共同活動）・資源向上支払（長寿命化））の経理
の統合

【改正の必要性】
多面的機能支払については、①農地維持支払交付金、②資源向上支払（共同活動）交付金及び③資源
向上支払（長寿命化）交付金の３交付金で構成されている。
交付金の経理区分については、下記のとおり２種類で区分することとなっている。
　１：①農地維持支払交付金・②資源向上支払（共同活動）交付金
　２：③資源向上支払（長寿命化）交付金
実際の共同活動においては、例えば
　①の農道の路面維持と③の舗装工事　や
　②の水路の軽微な補修と③の長寿命化のための補修　など
活動の区別が曖昧なものがあり、経理区分を行うことが難しい場合がある。
これらのことから実施集落より、経理事務について簡素化を図るため、経理の区分を統合し一本化すること
が望まれている。
【支障事例】
金額の大きな補修の工事発注ができなく、各年度ごとに細切れの工事発注となるため、経済的に不利と
なったり、効果の発現が遅れる。
経理の区分が曖昧な活動について、農林水産省に確認をとる必要があるため、着手まで時間を要する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 124 11_その他 都道府県 岡山県 内閣府（消
費者庁）、農
林水産省

A　権限
移譲

食品表示法第15条
食品表示法第15条の規定によ
る権限の委任等に関する政令
第５条～第７条

食品表示法第15条の規
定による権限の委任等に
関する政令第５条～第７
条の改正

食品表示法及び同法施行令により、都道府県及び指定
都市（平成28年4月～）に委任されている指示・命令・調
査等の権限を保健所を設置する市に移譲する。

【制度改正の必要性】
食品表示法の施行に伴い、ＪＡＳ法、食品衛生法、健康増進法に由来する食品表示に係る基準等が一元
化されたが、表示の指導・監視等を行う権限については、都道府県及び指定都市（平成28年4月～）まで
委任されている事項（ＪＡＳ法由来事務）と保健所設置市までに委任されている事項（保健・衛生事項）とが
あり、同一事業者に対して、都道府県・指定都市と保健所政令市がそれぞれ食品表示法に基づき権限を
行使する場合が生じるため、食品表示に関する消費者庁、農林水産省の権限はすべて保健所政令市ま
で移譲することで、食品表示法の一体的な執行が可能になる。
 
【現状での支障事例】
食品表示法に基づく表示のうち、消費期限や栄養成分、アレルゲンの表示の指導・処分の権限は保健所
政令市にあり、原産地や原材料の表示の指導・処分の権限は、都道府県及び指定都市（平成28年4月
～）にある。
同じ食品の表示の中で、例えば、原産地とアレルゲンの表示に誤りがあった場合、表示した事業者が保健
所政令市内の事業者であれば、原産地は都道府県が、アレルゲンは市が調査し、その違反の程度に応じ
て、都道府県と市のそれぞれが、行政指導・処分を行わなければならない。
また、都道府県と市のそれぞれが、指導にするか、処分までに至るか判断するため、同一食品について、
その判断が分かれる場合もありうる。
さらに、市内業者からの問い合わせ等も、対象事項によって都道府県にて対応できるものと対応できない
もの（市の窓口を紹介）とがあり、疑義事案の資料提出、報告も都道府県と市あてそれぞれにならざるを得
なくなり、負担となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 123 07_産業振
興

中核市 松山市 経済産業省 A　権限
移譲

中心市街地の活性化に関する
法律
第３７条、３８条、３９条、６５条
大規模小売店舗立地法第５条、
６条、８条、９条等

中心市街地活性化法に
おける大規模小売店舗
の立地に係る特例区域
指定権限等の中核市へ
の移譲

現在、都道府県が持っている大規模小売店舗立地法に
関する届出の事務処理と中心市街地の活性化に関する
法律の大規模小売店舗立地法の特例区域（特例１種、
特例２種）の設定に関する事務処理や権限を県から中核
市に移譲してもらいたい

【支障事例】
今後、松山市の中央商店街で再開発に関する協議会を設立し、当市も協力して当該事業を進めていく予
定であり、その他の区域でも再開発の相談を受けている。
再開発では、商業施設の建設は必要不可欠であり、中心市街地の活性化に関する法律（以下、法とい
う。）にある第一種特例区域、第二種特例区域の指定が有効であると考えているが、指定までには、①協
議会を設置して市が指定区域案を作成し、住民に対し説明会を行った上で、指定要請を県に提出し、②
県が審議会で意見を図る等している。
法第37条６項等で都道府県等は、特例区域案の作成に当たって必要なときは公聴会等の住民等の意見
を反映させる措置を講じる旨記載されているが、県の方針で住民への説明会は市で行うとされており、説
明会を開いたうえで、県へ指定要請を行っているものである。現在、当市では3カ所が第2種特例区域と
なっているが、要請した区域案と全て同じであり、効率が悪く、迅速に進めていきづらい。
例えば、平成２６年度に第２種区域を指定要請した際には、要請から県の指定まで２か月強かかった（２月
24日要請→５月１日指定）が、当市に権限が移譲されていれば、協議会で県の審議会と同様の議論を行う
など工夫することで、１カ月短縮することができた。
【必要性・解消策】
再開発と特例手続きを当市で一括して進めていくことで効率的な事業実施が可能であり、ひいてはコンパ
クトシティの実現にもつながるため、特例区域の指定に係る権限を中核市に移譲してほしい。特例の実施
は基本計画にも記載し、同意を得ているのであるから、中核市で実施して問題ないものと考える。
なお、その前提として、本則である大店法の届出等も中核市への移譲も併せて求める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html
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６【農林水産省】
（20）多面的機能支払交付金
多面的機能支払交付金については、交付金の計画的かつ効果的な活用のため、地方公共団
体の取組状況や意向を踏まえるとともに、多面的機能支払交付金第三者委員会から意見聴
取を行い、必要な見直しを検討する。

【農林水産省】多面的機能支払交付金実施要領（平成29年3月31日） https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
121

５【消費者庁（１）】【農林水産省（１）】
食品表示法（平25 法70）
食品関連事業者に対する指示等の事務・権限については、より一体性かつ実効性のある今後
の執行体制の構築に資するよう、関係機関の適切な連携・協力に係る具体的な手順を地方公
共団体に周知するなど、平成28 年中に必要な支援を行う。あわせて、平成28 年度に施行さ
れる指定都市への移譲の状況、事務処理特例制度の運用状況及び平成31 年度までの食品
表示基準（４条１項）に係る経過措置期間を踏まえつつ、保健所設置市を含む実施主体の在り
方について検討し、平成32 年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

－ 関係機関の適切な連携・協力に係る具体的
な手順について、地方公共団体に通知した。

【消費者庁・農林水産省】食品表示法の執行機関の連携・協力に係る
手順等について（平成28年12月26日付け消費者庁表示対策課 食品
表示対策室長・農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課
食品表示・規格監視室長事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
124

消費者庁食品表示企画課

５【経済産業省】
（２）中心市街地の活性化に関する法律（平10法92）
大規模小売店舗立地法の特例に関する事務（37条及び65条）については、大規模小売店舗
立地法（平10法91）に関する事務と一体でなくとも、条例による事務処理特例制度（地方自治
法（昭22法67）252条の17の２第１項）により中核市を含む市町村が処理することが可能である
ことを、地方公共団体に平成27年度中に通知する。あわせて、事務処理特例制度の活用状況
を踏まえつつ、中核市が当該事務を実施することについて、都道府県及び中核市の意向やそ
の効果、課題等を確認する。
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関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

H27 125 06_環境・衛
生

都道府県 岡山県、中国地
方知事会

環境省 B　地方
に対する
規制緩和

瀬戸内海環境保全特別措置法
第５条及び第８条

瀬戸内海環境保全特別
措置法に基づく許可手続
の見直し

現状では、排水口における水量水質に全く変更がなくて
も特定施設を更新するというだけで、また、間接冷却水を
増加させる場合に既存の排水口からではなく新設の排
水口から排出するというだけで、事前の水質影響評価や
申請後３週間の告示縦覧が必要であるなど、極めて不合
理な制度となっており、地域の事業活動を妨げる要因と
なっているので、事前の水質影響評価及び申請後の告
示縦覧は、特定施設の設置の場合であっても汚濁負荷
量の増加がある場合に限定するべきである。

【瀬戸内法の現状】
瀬戸内海の流域では、特定施設の設置を行う工場・事業場のうち、最大排水量が50m3／日以上のもの
は、瀬戸内法に基づき、許可が必要であり、その際には事前に周辺水域の水質影響評価を行うことや申
請後３週間の告示縦覧を行うことが定められているため、より環境負荷の少ない施設や新製品の製造に対
応する施設への更新を早急に実現したいという事業者からの要望に対しても、申請から許可まで最低でも
１か月以上の期間を要しており、迅速かつ円滑な事業活動の支障となっている。
【地域企業からの要望】
特定施設の設置案件では、汚濁負荷量が増加しないことを県が審査で確認している場合でも縦覧等が行
われるが、その際に、縦覧するアセス書類は、単に自治体の測定した公共用水域の水質公表データが転
記されただけのものであり、そのような形式的な縦覧が、本県の場合、設置許可案件の９０％を占めてい
る。このような形式的な手続は、事業活動のスピード感からかけ離れており企業から緩和を求める要望が
強い。
【緩和の方向性】
国は、たとえ汚濁負荷量が増加しなくても、特定施設を設置する場合は、環境保全上の支障がないことを
公衆に周知する必要があるから縦覧等が必要であるとしているが、本県では少なくとも２０年以上にわたっ
て利害関係者の閲覧はなく、県の審査に寄せられる信頼は高いと考えられるので、縦覧等の手続を汚濁
負荷量が増加する場合に限定しても、何ら支障はないと考えられる。
瀬戸内海では、東京湾及び伊勢湾と同様に、５年ごとに水質総量削減計画が策定され、また、個別の事
業場には総量規制基準が適用されており、これらの制度により水質保全の目的は達成可能である。
※同法第５条の許可実績はその他欄記載

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 126 08_消防・防
災・安全

施行時特
例市

春日井市 内閣府（警
察庁）

A　権限
移譲

道路交通法第４条 公安委員会が市道に設
置した停止線の補修につ
いて

停止線の補修について、公安委員会との協議を経て、道
路管理者において実施できる。

【現在の制度】
道路標示の停止線と「止まれ」は同時に標示されることが多いが、停止線は公安委員会の所管である一
方、「止まれ」は法定外表示である。

【支障事例】
交通事故防止のために道路標示を補修する場合、市道であれば市が「止まれ」を公安委員会と協議の上
補修できるが、停止線は所管が異なるため県に補修を依頼することとなり、非効率である上、県において
予算措置がなされていない等の理由により、長いものでは４年程度補修されない（春日井市立白山小学
校通学路の横断歩道）ケースもある。

【制度改正の効果】
設置後の維持管理権限を市に移譲することにより、迅速・効率的な道路標示の補修を行うことができる。
新設では無く、既設の補修に関わる権限のため、交通ネットワークを妨げることなく円滑な交通流を促し、
交通事故の抑止につながる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 127 03_医療・福
祉

都道府県 山梨県 厚生労働省 A　権限
移譲

がん診療連携拠点病院等の整
備に関する指針

がん診療連携拠点病院
等の指定権限の都道府
県への移譲

がん診療連携拠点病院等の指定権限を厚生労働省から
都道府県に移譲する。

【制度改正の経緯】
「がん診療連携拠点病院」については、指定要件が厳格化されたことに伴い、全ての指定病院（山梨県内
４病院）が平成27年3月までに、厚生労働省の指定を受け直し、また新たに設けられた「地域がん診療病
院」についても県内で１病院が指定を受けた。
これらの指定は、4年ごとに更新をしなければ、指定の効力を失ってしまう。
また、本案件は昨年度提案したところ、「平成26年1月に新指針が示されたばかりであり運用状況を把握す
る必要があるため、平成27年度の手続きまでに結論をだすことは困難」との回答を得たものであるが、平成
27年3月に新指針における第1回目の指定が行われ、当該指針における指定の考え方について一定の整
理がなされたものと考えられるため、改めて指定権限の移譲を求めるものである。
【支障事例】
指定に当たっては、各病院が「指定更新推薦書」を都道府県に提出し、都道府県がその内容を審査する
とともに、推薦意見書等を添付したうえで厚生労働省に推薦する。また、厚生労働省が開催する「がん診
療連携拠点病院の指定に関する検討会」において、都道府県のプレゼンテーションが求められている。
【制度改正の必要性】
厚生労働省が定める「がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針」によれば、指定に必要となる要件
は明示され、公表されていることから、県が一旦審査をするのであれば、厚生労働省が都道府県からの推
薦やプレゼンテーションを経て指定しなければならない必要性は低いものと思われ、県においても指定は
可能であることから、処理の迅速化及び事務処理の効率化を図るため、権限移譲が必要と考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 128 06_環境・衛
生

都道府県 山梨県 環境省 A　権限
移譲

自然公園法
自然公園法施行令

国立公園の特別地域内
における迷惑行為への
指示についての都道府
県への権限移譲

自然公園法第37条第2項の国立公園の特別地域内の指
示権限は国の職員にしか与えられていないとの見解が
示されていることから、都道府県職員も指示することがで
きるよう権限移譲する。

【制度改正の経緯】
自然公園法３７条２項に基づく指示が国立公園の特別地域内では都道府県職員は行えず、巡回・指示が
できる国の職員が非常に限られた状況の中で同法の実効性は相当に乏しくなっている。
【支障事例】
本県においても、富士山箱根国立公園内に勤務する県職員（非常勤）の富士山レンジャーが日々富士山
をパトロールする中で、例えば昨年度において
・複数人が演奏機材を持ち込んで、大きな音を出して演奏している
・個人が楽器の練習をしている
・大がかりな撮影機材を持ち込んで映像を撮影している
といった行為を発見する事例があったが、指示権限がないため、任意にお願いするに留まり、有効な指導
ができなかった。
特に最近は外国人旅行者が急増しており、残念ながらマナーの良くない方々も相当目立つようになって
いる。
現状では躊躇しているような指示を権限を持って行えるようになることで、自然公園の適切な利用につい
て効果的な意識啓発ができるようになるものと考えている。

【制度改正の必要性】
法３７条２項の実行性を確保するため、国立公園の特別地域内においても同法に基づく指示をおこなえる
よう都道府県にも権限を与えるべきである。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html
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６【環境省】
（４）瀬戸内海環境保全特別措置法（昭48法110）
特定施設の設置の許可（５条１項）については、瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正
する法律（平27法78）附則３項に基づき、同法施行後５年以内を目途に、当該規制の在り方に
ついて検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令２＞
５【環境省】
（５）瀬戸内海環境保全特別措置法（昭48法110）
特定施設の設置の許可（５条１項）については、当該制度を当面維持す
ることとする一方、省令を改正し、特定施設の構造等の変更の許可（８
条１項）において、排出水の汚染状態及び量が増大せず、環境保全上
著しい支障を生じさせるおそれがないことが明らかな場合は、特定施設
の構造等を変更することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に
基づく事前評価等（同条３項）を要しないこととする。
［措置済み（瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則の一部を改正す
る省令（令和２年環境省令第22号））］

特定施設の構造等の変更の許可（８条１項）
において、排出水の汚染状態及び量が増大
せず、環境保全上著しい支障を生じさせるお
それがないことが明らかな場合は、特定施設
の構造等を変更することが環境に及ぼす影響
についての調査の結果に基づく事前評価等
（同条３項）を要しないこととした。

【環境省】令和２年９月25日付け官報第339号（令和２年環境省令第22
号）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
125

環境省水・大気環境局水環境課閉鎖
性海域対策室

－ － － － － －

４【厚生労働省】
（８）がん診療連携拠点病院等の整備に関する指針
がん診療連携拠点病院等の指定及び指定の更新の推薦手続については、都道府県が推薦
に係る準備作業を行う期間を十分確保できるよう、平成28年度以降、提出依頼に係る事前連
絡を毎年８月末までに行う。

【厚生労働省】がん診療連携拠点病院等の新規指定推薦及び現況報
告について（平成28年8月29日付け厚生労働省健康局がん・疾病対策
課長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
127

４【環境省】
自然公園法（昭32法161）
　国立公園の特別地域内における迷惑行為への指示（37条２項）については、国の職員だけ
でなく、国立公園に係る事務に従事する都道府県の職員も行うことが可能であることを明確化
するため、都道府県に平成27年度中に通知する。

【環境省】特別地域等における迷惑行為への指示について（平成28年
2月22日付け自然環境局国立公園課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
128
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提案
団体

年
年別
管理
番号

H27 129 04_雇用・労
働

都道府県 山形県 厚生労働省 A　権限
移譲

・厚生労働省設置法第４条第１
項第54 号、第23 条、第24条
・職業安定法第５条第３号、第８
条、第17条、第18条
・厚生労働省組織規則
第792条、第793条
・雇用保険法
第15条、第19条、第20条、第21
条、第24条、第25条、第26条、
第30条、第31条、第32条、第33
条、第37条、第37条の3、第37
条の4、第39条、第40条、第44
条、第47条、第51条、第52条、
第53条、第56条の3、第58条、
第59条
・職業能力開発促進法第26条
の7

ハローワーク業務の都道
府県への速やかな移譲

職業安定、労働保険、労働基準等の労働行政及び職業
訓練は、地域の雇用・就労ニーズに応じた一元的、総合
的な対応が可能な地方に移管することが適当であること
から、以下の業務については、本県を含む「一体的取
組」の成果を検証したうえで、速やかに都道府県への移
譲を行うこと。

●職業安定法に基づき公共職業安定所が行う無料職業
紹介業務

●雇用保険法に基づく雇用保険の適用・認定・給付等

●国以外の者が行う職業紹介事業、労働者の募集、労
働者供給事業及び労働者派遣事業の監督（地方自治体
が行う無料職業紹介事業の監督）

【制度改正の必要性】
本県の雇用情勢は、平成２７年３月の有効求人倍率が１．２１倍と全国平均を上回っているものの、業種に
より求人の偏りが生じており、正社員の有効求人倍率も０．５９倍と全国を下回っており、安定的な雇用を創
出するため、企業の人材ニーズを踏まえた支援等の施策展開が必要。

新規学卒者の内定状況が好調な一方、なお残る未内定者に対する支援、生活困窮者ヘの住居・生活資
金等の生活基盤の確保等も併せた就労による自立支援、東日本大震災による避難者に対する生活から
就労までの総合的な支援、仕事と育児の両立等に係る支援による女性の就労促進等、求職者に対するき
め細かな支援が必要。

これらの課題に対し、ハローワークが行う職業相談・紹介、求人・求職の実態・ニーズに関する情報を県等
の施策に反映することで、本県における就労支援の更なる強化を図り、県民サービスや利便性の向上に
繋げることが可能となる。

平成２５年度より開始した、県と労働局の一体的実施による「トータル・ジョブサポート」においては、平成２
６年度、山形市において１０５人（計画１００人）、酒田市において６７人（計画６０人）、７月に新たに開設し
た新庄市において１２人（計画１２人）、同じく米沢市において４７人（計画１４人）の就職に繋がり、いずれも
計画と同等以上の成果を挙げており、ハローワーク機能が完全に地方に移管されることで、施策面のより
一層の充実と、機能の向上が期待できる。

国は、先に閣議決定した「平成２６年の地方からの提案等に関する対応方針」に基づき、本県を含む地方
の「一体的実施」等の取組の成果と課題を検証したうえで、ハローワークの地方移管を速やかに実現する
べきである。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html
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国の担当部局
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４【厚生労働省】
（１）職業安定法（昭22法141）、雇用対策法（昭41法132）及び雇用保険法（昭49法116）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業及び雇用保険の適用、認定、給付
等並びに地方公共団体が行う無料職業紹介事業に対する指導監督等については、以下のと
おりとする。具体的な措置については、労働政策審議会における審議の結果を踏まえ、必要
な措置を可能なものから順次講ずる。制度設計に当たっては、地方公共団体の代表が参画す
る検討の場を設けるなど、地方公共団体の意見を十分に反映させる。
（ⅰ）「地方版ハローワーク」（地方公共団体が自ら実施する無料職業紹介）の創設について
地方公共団体が行う無料職業紹介（職業安定法33条の４）について、以下の見直しを行う。
・地方公共団体が民間とは明確に異なる公的な立場で無料職業紹介を実施できることとし、国
への届出（職業安定法33 条の４第１項）を廃止する。あわせて、民間の無料職業紹介事業者
と同列に課されている事業の停止命令（職業安定法32条の９第２項）、職業紹介責任者の選
任（職業安定法32条の14）、帳簿の備付け（職業安定法32条の15）等の規制及び国による監
督を廃止する。名称については、利用者の利便性に留意しつつ、地方公共団体の自主性を
尊重する。
・無料職業紹介を実施する地方公共団体に対し、国が有する求人又は求職に関する情報を、
求人者及び求職者の同意を得た上で、当該地方公共団体の求めに応じて国からオンライン等
で提供することを法定化する。
・国が地方公共団体に対しオンラインで提供する情報の範囲に、企業が求める人材像、より詳
細な労働条件等が含まれるようにする方策について平成28年度中に検討し、その結果を踏ま
え必要な措置を講ずる。
・地方公共団体にオンラインで提供される求人情報の割合を向上させるため、求人受理時の
意向確認を引き続き徹底する。
・地方公共団体がオンラインで提供を受けた求人情報を、委託訓練及び認定職業訓練の実施
機関に対して提供することを可能とする。
・地方公共団体が受け付けた求人について、地方公共団体から都道府県労働局への情報提
供に基づき、ハローワークの求人としても受理する。
・地方公共団体が行う無料職業紹介により求職者を雇用した企業が雇入れ助成金の対象とな
ることを明確化し、地方公共団体に平成27年度中に通知するとともに、事業主に平成27年度
中に周知する。
・国による雇用保険の失業の認定（雇用保険法15 条）、職業訓練の受講あっせん（職業安定
法19条及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律12条）及び雇用
関係助成金の支給手続について、無料職業紹介を行う地方公共団体の希望及び利用者の
ニーズの見込みを踏まえて対応する。
（ⅱ）地方公共団体がハローワークを活用する枠組みについて
雇用対策における国と地方公共団体の連携（雇用対策法31条）について、新たに以下の枠組
みを創設する。
・地方公共団体が国との間で、職業安定行政を中心とする雇用対策全般について連携して取
り組むための協定を締結できる。
・協定は、当該協定に係る都道府県又は市町村を管轄する全てのハローワークの所掌事務を
対象とすることができる。
・協定においては、例えば、運営協議会の設置、事業計画の策定、国と地方公共団体が連携
して取り組む施策・事業（（ⅲ）の一体的サービスの実施等）などの事項を定める。
・地方公共団体が協定の内容全般等国の雇用対策について要請するなど、国に対する関与
ができる仕組みについて、法律上の根拠を設ける。
（ⅲ）一体的サービスの実施について
国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業等と地方公共団体の雇用に関す
る施策（福祉業務に伴う支援、若者・女性・中高年齢者向けの就労支援、事業主支援等）を一
体的に実施するサービス（以下「一体的サービス」という。）を法定化した上で継続的に実施す
ることとし、その運用について、以下の改善措置を平成28年度から講ずる。
・一体的サービスにおける業務の改善に係る地方公共団体からの要望については、可能な限
り要望を受けたハローワーク又は都道府県労働局で判断を行うこと、要望の標準的な様式を
定め、標準処理期間を設定すること等により、標準的な対応手続を定め、意思決定を迅速化
する。また、要望の実現が困難である場合には、地方公共団体に対してその理由を明示する。
・一体的サービスにおけるハローワークの就職実績について、地方公共団体の求めに応じて、
少なくとも月に１回、属性別の人数や個人別の就職状況等の情報を提供する。
・国による雇用保険の失業の認定（雇用保険法15条）、職業訓練の受講あっせん（職業安定法
19条及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律12条）及び雇用関
係助成金の支給手続について、一体的サービスを行う地方公共団体の希望及び利用者の
ニーズの見込みを踏まえて対応する。
・一体的サービスにおける利用者登録票については、ハローワークの求職申込書を国及び地
方公共団体の共通様式とし、求職者の同意を得た上で、国と地方公共団体で求職者の情報
を共有する。他のハローワークで既に求職申込みがなされている場合には、求職者の同意を
得た上で、ハローワークの求職申込書の記載情報を地方公共団体に提供する。
・このほか、一体的サービス等の充実策について結論が得られた事項については、可能なも
のから直ちに実行する。
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H27 130 11_その他 都道府県 山形県 総務省 B　地方
に対する
規制緩和

定住自立圏構想推進要綱（平
成20年12月26日付け総行応第
39号総務事務次官通知）

定住自立圏構想推進要
綱に定める「中心市」の
要件の緩和

中心市と近隣市町村が連携・協力する「定住自立圏構
想」について、地域の実情に応じた柔軟な連携が図られ
るよう、中心市の要件の緩和
・人口：５万人程度以上→概ね３万人以上
・昼夜間人口比率：１以上→概ね１以上

定住自立圏の中心市の要件は、①人口が５万人程度（少なくとも４万人を超えていること）、②昼夜間人口
比率が１以上とされている。

本県には、歴史的・地理的な経緯を踏まえた生活圏が形成されているが、生活に必要な都市機能につい
て既に一定の集積があり、近隣市町村の住民もその機能を活用しているなど圏域を形成できる素地があ
るものの、人口が４万人に達していない、昼夜間人口比率がわずかながら１に達していないなど、要件を
満たさない市が存在する。このため、本制度を活用した生活機能の強化や、結びつきやネットワークの強
化などの施策の展開ができない現状となっている。

しかしながら、今後の人口減少社会においては、こうした一定の都市機能の集積がある市と近隣の自治体
が、互いに連携・協力することで、安心して暮らせる地域を形成し、地方圏からの人口の流出に歯止めを
かけることが、これまで以上に必要となってくる。

そこで、生活に必要な都市機能について一定の集積がある圏域において、本制度を活用した施策展開に
より、圏域の活性化を図ることができるよう、上記の要件の緩和を提案するものである。

※中心市となり近隣市町村と連携を図っていく意欲があるが、要件を満たしていない市
寒河江市…人口：４２，３７３人、昼夜間人口比率：０．９９２
長井市…人口：２９，４７３人、昼夜間人口比率：１．０２６

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 131 11_その他 一般市 高山市 内閣府 B　地方
に対する
規制緩和

特定非営利活動促進法第１２条
第４項

（関連）
第１０条第３号
第２８条
第２９条

・法人の設立及び存続の
要件となっている社員の
必要人数の緩和

現行制度では「10人以上の社員を有するものであること」
が法人の設立・存続の要件となっているが、人口減少が
進む中、人材不足が懸念され、社員の確保が困難にな
ることが想定されることから、今後の課題として人数要件
の見直しが必要

【提案】
現行制度下においては、地域運営組織の法人化には認定特定非営利活動法人（認定ＮＰＯ法人）が適
当であると考えられるが、人口減少が進む中、ＮＰＯ法人の設立及び存続の要件となっている「10人以上
の社員を有すること」の要件緩和を提案する。
なお、一般社団法人については、税制上の優遇措置がないことや貸借対照表の一般公開が義務付けら
れるなど、地域運営組織が法人化した場合のメリットが少ない。
【現状と課題】
本市を含め多くの地方自治体で、概ね小学校区を単位として暮らしを支える活動を行う、小規模で多機能
な地縁型の地域運営組織が主体的なまちづくり活動に取り組んでいるが、現行制度下において、適切な
法人格の取得が困難な状況となっている。
【支障事例等】
地域運営組織の活動は、公共的な側面が強いにもかかわらず、責任は組織の役員個人にかかっている。
事務員の雇用や資金管理など個人に集中する責任やリスクへの対応、電話の加入や自動車の取得など
任意団体では契約できない案件に対応するため、法人化が必要となっている。
【制度改正による効果】
要件の緩和により、地域運営組織の法人化が促進され、新しい公共の担い手として、運営の安定化や活
動の充実が期待される。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html
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－ － － － － －

－ － － － － －

 

 

（ⅳ）国による支援の拡充等について
地方公共団体が行う雇用対策事業（雇用の拡大、人材の育成、地方公共団体が行う無料職
業紹介、一体的サービス等）に対し必要な支援を行うほか以下の措置を講ずることにより、国
の支援の拡充等を図る。
・職業紹介等に係る地方公共団体の職員の知識・能力の向上を図るため、必要な研修の実施
に国が協力するほか、国及び地方公共団体の間での人事交流を推進する。
・利用者の利便性が一層高まるよう、生活困窮者、若者、女性、高齢者、障害者等の就職や、
企業誘致等の産業政策と雇用対策との連携を促進する観点から、国及び地方公共団体の情
報共有を推進するとともに、両者の連携に係る事例集を作成し、地方公共団体に平成28年中
に周知する。
・各都道府県の雇用情勢等の情報については、国が地方公共団体に提供可能な情報の種類
を平成27年度中に示し、地方公共団体からの要望に応じて提供する。
・民間事業者が地方公共団体から委託を受けて行う職業紹介事業に係る規制については、
「規制改革実施計画」（平成27年６月30日閣議決定）に基づき、「雇用仲介事業等の在り方に
関する検討会」において、在り方について平成28年夏までに検討し、その結果を踏まえ必要な
措置を講ずる。
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H27 133 11_その他 都道府県 東京都 総務省 B　地方
に対する
規制緩和

地方税法第４８条 個人住民税の特例対象
（※）の拡大

（※）区市町村から都道
府県への徴収引継

地方税法第４８条の規定に基づく個人住民税の徴収の
引継ぎについて、現年課税分も対象とできるよう、改正を
行うこと。

【支障事例】
地方税法（以下「法」という。）第４８条の規定に基づく個人住民税の徴収の引継ぎの対象となるのは、法第
４６条第２項の規定による報告を受けた場合である。この報告は、毎年５月３１日現在における個人の都道
府県民税に係る滞納について、毎年６月３０日までに区市町村長から都道府県知事に行うものである。こ
のため、当該報告のない、区市町村において年度途中に発生した現年課税分の滞納については、年度
途中での都道府県への徴収の引継ぎができない。

【制度改正の必要性】
平成１９年度からの税源移譲により、各都道府県及び区市町村の税収に占める個人住民税の割合が高く
なった。これにより、都道府県及び区市町村の税収を確保していくためには、これまで以上に個人住民税
の徴収を強化していくことが求められている。

【制度改正の効果】
区市町村で徴収が困難な滞納事案に対する都道府県の徴収支援を強化できる。また、滞納発生後、早
期に徴収及び滞納処分を行うことが可能となり、徴収率の向上が期待できる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 134 03_医療・福
祉

市区長会 指定都市市長会 厚生労働省 A　権限
移譲

医療法第７条第３項、同法第７１
条の３、地方自治法施行令第１
７４条の３５第１項、
医療法施行令第３条の３

診療所の病床設置に係
る許可権限等の都道府
県から指定都市への移
譲

現在、都道府県のみが行うこととされている、診療所への
病床の設置許可及び病床数や病床種別等の変更許可
について、所在地が指定都市である場合は当該指定都
市が行うこととする。
また，医療法施行令第３条の３に基づく診療所の病床設
置の届出に関する事務についても同様に，所在地が指
定都市である場合は当該指定都市が行うこととする。

【制度改正の経緯】
平成27年４月１日より，病院の開設許可権限が都道府県から指定都市に移譲されたが，診療所の病床設
置許可等については，医療法第７条第３項に「診療所に病床を設けようとするとき、又は診療所の病床数、
病床の種別その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定める場合を
除き、当該診療所の所在地の都道府県知事の許可を受けなければならない。」と規定されており，都道府
県に許可権限が残っている。
また，医療法施行令第３条の３では，「法第７条第３項 に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、
同項 の許可を受けないで診療所に病床を設けた者は、当該病床を設けたときから十日以内に、病床数そ
の他厚生労働省令で定める事項を、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。」と
規定されている。
診療所の開設，使用許可等の事務・権限については平成9年に保健所設置市に移譲済みであることか
ら，手続きの一貫性の観点からも，診療所の病床設置等に係る事務・権限も一体的に移譲されることが望
ましい。
【支障事例】
診療所の開設等申請者にとって、開設や病床の設置許可等、手続の段階ごとに許可権者が異なり、分か
りづらい。
※病院の開設者が行う同種の手続は、全て開設地である指定都市が許可権者となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 141 01_土地利
用（農地除
く）

都道府県 岐阜県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

都市公園法施行令第８条 都市公園における運動
施設の敷地面積に関す
る規制緩和

都市公園法施行令第８条の基準について、法第４条と同
様に参酌基準とすることを求める

【制度改正の経緯】
本県では、平成24年に開催した「ぎふ清流国体」「ぎふ清流大会（全国障害者スポーツ大会）」を契機に、
障がい者スポーツを含むスポーツに対する県民の関心が一層高まったところであり、これらの成果を次代
に継承、発展させるため、平成25年３月「岐阜県清流の国スポーツ推進条例」を制定するとともに、その理
念を具現化するため平成27年３月に「清流の国ぎふスポーツ推進計画」を策定したところである。また、平
成27年2月に暫定版を策定した「『清流の国ぎふ』創生総合戦略」においても、スポーツによる地域振興と
障がい者スポーツの推進等を主要施策に位置付けているところである。
施策の推進に当たって中核となる本県の都市公園「岐阜メモリアルセンター」については、県内スポーツ
の先導的な役割を果たす施設であり、体育館、野球場、陸上競技場等１１施設を配する総合運動場として
整備してきた。
【具体的支障事例】
施設の改修に加え、地域住民からも日頃から施設の充実の要望も受けていることから、ニーズを踏まえた
スポーツ施設の検討を行いたいが、現在、建築面積及び運動施設の敷地面積が49.967％まで達している
ことから、運動施設の50%の敷地基準が支障となっている。
【制度改正の必要性と効果】
地域の実情に応じた都市公園の運営ができるよう、都市公園に設ける運動施設の敷地面積について、
「法令の基準を参酌し、地方公共団体の条例で定める範囲」としていただきたい。運動施設を現状の競技
施設基準に適合した改修をすること、地域住民の新たなニーズに応えた運動施設等を設置すること、障が
い者スポーツの推進のためのバリアフリーを設けることで、施設の利用者を増やし、地域活性化につなげ
る。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 142 03_医療・福
祉

都道府県 岐阜県 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

健康保険法施行令第４１条第７
項
健康保険法施行規則第９８条の
２
平成２６年１２月１９日付け健疾
発１２１９第１号通知「難病の患
者に対する医療等に関する法
律に基づく特定医療に係る高額
療養費の支給に係る当面の取
扱いについて」

難病の患者に対する医
療等に関する法律に基
づく医療費助成制度（受
給者証の交付）に係る高
額療養費の所得区分の
記載の廃止

受給者証における高額療養費の所得区分の記載に係る
事務について、保険者への照会等に時間を要し、円滑
な受給者証の交付の妨げとなっていることから、廃止され
たい。

【制度の概要】
難病の患者に対する医療等に関する法律（以下「難病法」という。）に基づく医療費助成制度は、受給者
に対し、指定難病の治療のために受診した複数の指定医療機関での負担額について、受給者証に記載
された自己負担上限額（月額）を限度として医療費の公費助成を行うものである。
【支障事例】
平成２６年１２月１９日付け健疾発１２１９第１号通知「難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特
定医療に係る高額療養費の支給に係る当面の取扱いについて」により、受給者証には特定医療費に係る
所得区分だけでなく、高額療養費の適用区分の記載が求められている。（法的には、健康保険法施行令
並びに健康保険法施行規則の規定に基づく。）
これにより都道府県では、各保険者に申請者の所得に基づく適用区分を照会・確認し、受給者証に記載
しているところであるが、現状、当該事務を処理するにあたり、２週間程度を要している。
このため、審査等の期間を含め、申請から受給者証の交付までに２か月以上を要し、申請者への受給者
証の早期交付の妨げとなっている。
また、当県では年間約１３，０００件の受給者証の発行件数があり、相当な業務負担ともなっている。（対象
疾病の拡大に伴い、本年度は２０，０００件超の発行が予想される。）
なお、疾病の治療にあたって公費助成が行われている類似の制度（一例として、肝炎治療受給者証の交
付）には、高額療養費の適用区分の記載が求められていないものがある。
【解消策】
そこで高額療養費の適用区分の記載を廃止し、各保険者への照会事務をなくすことで、申請者への受給
者証の交付が２週間程度早まることとなり、住民サービスの向上に資するものと考えられる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html
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６【総務省】
（５）地方税法（昭25法226）
(ⅰ) 個人住民税に係る市区町村から都道府県への徴収引継特例（48条）については、過年度
分の滞納者以外の者に係る現年度滞納分についても、その対象とすることを可能とする。

【総務省】地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について
（平成28年4月1日付け総務大臣通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
133

５【厚生労働省】
（１）医療法（昭23法205）
以下に掲げる事務・権限については、政令を改正し、指定都市に平成29年度から移譲する。
なお、診療所の病床設置等の許可については、指定都市の市長から開設地の都道府県知事
に協議し、その同意を求めることとする。
・診療所の病床設置等の許可（７条３項）
・居宅等における医療の提供の推進のために必要な診療所として所在地の都道府県が定める
医療計画に記載がある場合等における診療所の病床設置の届出（施行令３条の３）

６【国土交通省】
（９）都市公園法（昭31法79）
(ⅰ) 都市公園の敷地面積における運動施設の敷地面積の割合の上限（施行令８条１項）につ
いては、政令を改正し、基準を弾力化する。
具体的な制度設計については、都市公園における運動施設の設置の状況や地方公共団体
の意向等を調査し、平成28年中に結論を得る。

６【厚生労働省】
（23）難病の患者に対する医療等に関する法律（平26法50）
(ⅱ) 医療受給者証の交付（７条４項）については、制度の趣旨も踏まえつつ、患者の利便性の
向上及び地方公共団体の事務負担の軽減の観点から、以下に掲げる事項について検討し、
平成28年中に結論を得る。その結果に基づき、実施可能なものについて必要な措置を講ず
る。
・住民票、介護保険証の写し等の申請時の添付書類の削減
・指定医療機関の名称、医療保険の所得区分等の医療受給者証への記載の廃止
・支給認定の有効期間の延長

【厚生労働省】「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」に
基づく対応について（最終的な対応方針）（平成28年12月27日付け厚
生労働省健康局難病対策課長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
142
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H27 143 09_土木・建
築

都道府県 岐阜県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

砂防法施行規程第８条の３
平成24年6月18日付け事務連絡
（国土交通省水管理・国土保全
局　砂防部保全課保全調整官
通知）

砂防関係事業の構造協
議の緩和

防災安全交付金の新規砂防事業を実施するにあたり、
着手前年度に全体計画（土石流対策の設計概念やえん
堤の配置位置の妥当性の確認）の認可を国から受けて
いる。
平成２４年度からは、事業着手後に、えん堤位置や方
向、工法・構造等について、国と協議（構造協議）するこ
ととなり、説明資料の作成や協議に時間を要し、事業の
進捗が遅れる場合がある。
このため、事業着手後の構造協議ついて緩和願いたい。

【支障事例、制度改正の必要性】
昨年８月に、広島市で発生した大規模な土砂災害を契機として、社会的に、砂防えん堤設置等のハード
対策の迅速な実施が強く求められている。
事業着手後の構造協議を行うにあたり、説明資料の作成や協議に時間を要し、１週間から２週間程度事
業の進捗が遅れる場合がある。平成２６年度には、えん堤軸について１１箇所、えん堤の工法・構造につ
いて１０箇所の構造協議を国と実施したが、構造協議に向けた資料作成、国機関への出張等、縮減が可
能であったと思われる日数が、１週間程度あったと考えている。また、協議に必要な図面等の資料につい
ては、作成基準が示されていないため、資料の精度の判断に迷う場合がある。
【懸念の解消策】
構造等に関する県の技術基準は、国基準に準拠して作成されており、構造等の決定に関する協議の簡素
化は可能であると考える。（ただし、協議廃止ではなく、簡素化を求めるのは、最新の知見や情報を取得
する観点から、国との協議はある程度必要と考えるため。）
協議のために県が準備する説明資料については、最低限必要となる資料について、統一的な作成基準
をお示しいただければ、業務の簡素化につながる。そのためには、提示する図面や比較表等の様式の定
型化をしていただくことが有効であると考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 145 06_環境・衛
生

都道府県 長崎県 環境省 B　地方
に対する
規制緩和

鳥獣保護管理法　第４４条 狩猟免許の有効期間の
延長

現行の鳥獣保護法では、狩猟免許の有効期間は免許の
種類に関わらず一律基本３年とされている。狩猟免許の
うち、市町村が指名・任命する鳥獣被害対策実施隊が所
持するわな猟免許にあっては、狩猟免許の有効期間を６
年に延長すること。

【具体的な支障事例】
現在の狩猟免許の有効期間は、3年間となっており、免許所持者にとって免許更新が負担となっており、
有害鳥獣捕獲を目的として捕獲作業を行う市町村の鳥獣被害対策実施隊員にあっては、市町村長が指
名・任命を行うものであり、定期的な免許所持者の適格確認が可能であるため、わな免許においては免許
の有効期間の延長を求めるものである。
趣味としての｢狩猟｣を行わず、公益的な捕獲となる有害鳥獣捕獲を行う実施隊員においては、狩猟免許
を取得し、３年ごとに免許更新を行うことが負担となっているが、免許の有効期限を延長することは免許更
新の負担(費用負担など）をなくすことだけではなく、捕獲作業に精通し専ら有害鳥獣捕獲に従事する民
間の実施隊員が被害防止対策に従事しやすくなり、民間隊員が現在よりも増加することにより対策が進む
ことが期待できるものである。
例えば有害鳥獣であるイノシシについて、長崎県においては、趣味として捕獲するケースは少なく、その
多くが有害鳥獣捕獲となっている。
（例）イノシシ捕獲の内訳（H25）
　　　　　狩猟による捕獲1,360頭、有害鳥獣捕獲31,789頭

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 146 11_その他 都道府県 長崎県 総務省 B　地方
に対する
規制緩和

地方自治法施行令第１５８条第
１項第６号

地方公共団体の貸付金
に係る徴収又は収納の
私人委託対象範囲の違
約金への拡大

地方公共団体が私人に徴収又は収納の事務を委託する
ことができる歳入について、地方自治法施行令第１５８条
第１項第６号において「貸付金の元利償還金」が定めら
れているが、これに加え、違約金も私人委託の対象とす
るよう改正。

【具体的支障事例】
農業改良資金県貸付金（無利子）の未収金（元金及び違約金）について、現在職員で回収に当たってい
るが、今後、専門的なノウハウを持つ債権回収管理会社（サービサー）へ回収を委託することを検討してい
る。
しかし、自治体の歳入の徴収又は収納の私人への委託について、地方自治法施行令においては「貸付
金の元利償還金」は対象であるが、違約金は対象外であり、委託業務範囲が限定されることにより未収金
回収業務が非効率になることが懸念される。
【制度改正の必要性】
未収金回収を促進するため、元利償還金に加え、違約金も私人委託の対象とすることを提案する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 147 02_農業・農
地

都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

野菜生産出荷安定法施行規則
第２条

野菜生産出荷安定法施
行規則の見直し

野菜生産出荷安定法施行規則の共同出荷割合の見直
し

【具体的支障事例】
野菜の価格が下落したときに価格差の補給を受ける野菜価格安定制度があるが、その制度を受ける産地
は、一定の産地要件を満たす必要がある。
しかし、市場に出荷せず契約企業に出荷する大規模生産者が新たにでてきたため、ＪＡへ出荷する割合
が相対的に低下し、野菜指定産地の要件の１つである共販要件を下回る産地がでてきた。
しかしながら、対象産地のＪＡへの出荷量自体は増えており、消費者への安定供給の役割は果たしてい
る。指定産地の継続のため、野菜生産出荷安定法施行規則第２条で定められている共同出荷割合を産
地規模（出荷量）に応じて定めるよう見直してほしい。
また、市場に出荷しない大規模生産者が「大規模生産者登録」をした場合は、その実績を共同出荷数量
にカウントできるので、「大規模生産者登録」を推進しているが、野菜価格安定制度に加入するメリットがな
い大規模生産者は、登録がすすんでいない。「大規模生産者登録」をしていなくても、出荷実績の提供を
受けた場合は、産地の出荷量から大規模生産者の出荷量を除くことを認めて欲しい。
大規模生産者登録の要件
対象野菜を出荷する生産者、法人等のほ場が野菜指定産地の区域であり、かつ、おおむね２haの作付面
積を有すること。
（野菜生産出荷安定法第１１条第２項、施行規則第６条より抜粋）

【制度改正のイメージ】
産地規模（出荷量）に応じた共販率要件とし、例えば、産地規模（出荷量）が６，０００ｔ以上の産地は、共販
率を１／３、８，０００ｔ以上の産地は１／４とする。その場合でも、共販量は２，０００ｔ以上確保でき、計画出
荷は確保できると考えられる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html
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６【国土交通省】
（１）砂防法（明30法29）
砂防事業における国土交通大臣の認可（施行規程（明30勅令382）８条の３）後に、「砂防事業
等全体計画、構造協議等の今後の進め方について」（平24国土交通省水管理・国土保全局
砂防部保全課）に基づいて実施される構造協議については、協議が円滑に実施できるよう最
低限必要な資料を明確化するため、当該通知を平成27年度中に改正する。
［措置済み（平成27年12月３日付け国土交通省水管理・国土保全局砂防部保全課通知）］

【国土交通省】砂防事業における構造協議で使用する資料について
（平成27年12月3日付け国土交通省水管理・国土保全局砂防部保全
課保全調整官事務連絡）
【国土交通省】砂防事業等全体計画、構造協議等の今後の進め方に
ついて（平成24年6月18日付け国土交通省水管理・国土保全局砂防
部保全課保全調整官事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
143

－ － － － － －

６【総務省】
（２）地方自治法（昭22法67）
私人の公金取扱いの制限（243条）については、地方公共団体の貸付金に係る違約金の収納
について私人に委託することを可能とする方向で検討し、平成28年中に結論を得る。その結
果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平29＞
６【総務省】
（１）地方自治法（昭22 法67）
（ⅰ）私人の公金取扱いの制限（243 条）については、政令を改正し、地
方公共団体の貸付金の元利償還金に係る違約金等の徴収又は収納の
事務について私人に委託することを平成29 年中に可能とする。

【総務省】地方自治法施行令の一部を改正する政令の公布及び施行
について（通知）（平成29年12月27日付け総行行第294号）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
146

－ －－ － － －
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提案年における最終的な
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提案
団体

年
年別
管理
番号

H27 148 02_農業・農
地

都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

土地改良法52条 土地改良法52条に基づ
き換地を行う場合の権利
を有する者の取り扱い変
更

農地の基盤整備事業により土地改良法52条に基づき換
地を行う場合に限っては、地区内に相続手続き未了農
地があって、複数の相続権利者が存在したとしても、複
数ではなく１名の登記名義人として取り扱うこと。ただし、
相続権利者の法定持分は維持する。

【具体的支障事例】
換地を伴う基盤整備では、登記名義人が死亡している土地で事業を実施する場合は、相続登記後に換
地処分を行うが、近年、相続登記が未了の農地が多数生じており、事業の迅速な実施に支障が生じてい
る。また、登記名義人や相続権利者に所在を確認できない者も増えており、地区の設定や効率的な事業
実施に支障をきたしている。
具体例として、現在、事業実施を計画中の地区では、地区内の土地の登記名義人が150人（生存69人、
死亡して相続手続き未了81人）であって、権利を有する者が996人（生存69人+相続権利者927人）存在す
る場合、2/3以上を権利者会議に出席させて意思確認すること自体が困難で、事業が実施できない（分母
だけが肥大化し、換地計画の議決ができなくなる）。
【制度改正の必要性】
現行制度では、運用上、相続手続き未了で相続権利者多数の土地をやむなく地区から除外する等で対
応している。相続手続き未了の土地は１名の登記名義人のものとして取り扱い、その土地の相続権利者全
員の同意をもって１名の同意とすることとなれば権利者会議に出席すべき人数が100人（分母150人の
2/3）となるので、事業に同意する権利者の意思（分子）が尊重できるようになる。
【懸念の解消策】
運用上、意思確認が可能な相続権利者の中に整備へ反対するものが存在する土地は事業地区内に含め
ないものとすることで反対者の意思を侵害することはなくなる。土地改良法は1949年の施行であり、当時は
家督相続制度（1947年の民法改正で廃止）により円滑な相続がなされた農地が多かったと思われるが、現
在の社会情勢に合わせた緩和が必要。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 153 02_農業・農
地

都道府県 長崎県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

加工原料乳生産者補給金等暫
定措置法第３条、第５条
「指定生乳生産者団体が行う生
乳受託販売の弾力化について」
（平成10年４月16日付け10畜Ａ
第881号農林水産省畜産局長
通知）
（別紙１）第１条

指定生乳生産者団体制
度の弾力的運用

指定生乳生産者団体制度について、ミルクプラントを直
接設置運営している生産者団体に限って、一部委託販
売が出来るよう制度の弾力的運用を行っていただきた
い。

指定生乳生産者団体制度では、原則全量委託販売となっているが、生産者自らが3t/日を上限に製造加
工する場合はこの限りでは無いとなっており、一部委託販売が認められている。
一方、現行の制度では、酪農生産者団体が自ら設置運営するミルクプラントであっても、一旦指定団体に
全量委託販売し、その後に指定団体からミルクプラントが中間経費を加えた額で買い戻す必要がある。
本県にも存在する生産者団体が運営するミルクプラントは、中小規模の工場が多く、経営が厳しい状況が
ある中、中間経費を加えた買取額では経営を圧迫する状況にあり、制度を脱退すると、生産者が加工原
料乳生産者補給金の交付を受けられなくなる等の支障が発生している。
よって、ミルクプラントを直接設置運営している生産者団体に限って、生産者が自ら製造加工する場合と
同様の取扱を行ったうえで３t/日の上限を撤廃し一部委託販売が出来るよう、制度の弾力的運営をお願
いしたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 154 02_農業・農
地

都道府県 長崎県 農林水産省
（林野庁）

B　地方
に対する
規制緩和

林業関係事業補助金等交付要
綱

農山漁村地域整備交付金実施
要領
第６

林業関係事業補助金等
交付要綱の改正

補助金において、内示後「交付決定前着手届」の提出に
より、工事に着手したい。

【制度改正の必要性】
交付金については、農山漁村地域整備交付金実施要領第６に基づき、内示後「交付決定前着手届」の提
出により、工事の着手が可能となる。
しかし、補助金については内示後補助金申請をして、国からの交付決定後でなければ着手ができない状
況である。
昨年度においては、補助金と交付金の決定日に２１日間の差があり、工事進捗の遅延につながる状況と
なっている。（今年度においては２４日間の差）
また、H27.3.28付けで標準工期の改正があり、昨年度よりも標準工期が延長となっている。（金額により延
長期間が大きく、例えば３千万の工事で３０日延長となった。）
このことにより、早期着手・早期完成を目標としているため、補助金についても交付金と同様、「交付決定
前着手届」ができるよう、要綱等の改正をお願いしたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 156 02_農業・農
地

中核市 岐阜市 農林水産省 A　権限
移譲

農地法
第18条第1項及び第3項
第59条の2

農地又は採草放牧地の
賃貸借の解約等の許可

農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可事務の
都道府県から中核市への移譲

【制度改正の必要性】
農地賃貸借の解約等の許可申請がされた場合の手続については、農業委員会が窓口となり、申請書の
記載事項及び添付書類を審査するとともに、必要に応じて実情を調査し、申請が適法なものであるかどう
か審査のうえ、申請の却下又は許可若しくは不許可についての意見を決定し、都道府県知事に送付す
る。都道府県知事は、農業委員会の意見書等を参考にして、農業委員会と同様の審査を行う。
農地の賃貸借の解約等の許可は、当事者の実態にまで踏み込んで検討しないと判断ができない場合も
あり、実質的に許可判断を行うのは農業委員会であり、許可の諾否は、法令や通知（農地法関係事務に
係る処理基準について（平成12・6・1　12構改B404　農林水産事務次官通知））に基づき判断されるもの
であり、許可権者によって判断基準が変わるものではない。
また、権限移譲により許可事務の処理期間の短縮化が図られることから、許可事務の権限を移譲すること
が適当である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 157 07_産業振
興

中核市 岐阜市 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

卸売市場整備基本方針第２　１
（５）

卸売市場整備基本方針
における中央卸売市場
再編基準の見直し

第９次卸売市場整備基本方針において、「第２　１（５）中
央卸売市場（食肉卸売市場を除く。）であって、次に掲げ
る指標のうち３以上の指標に該当するものは、再編に取り
組むこと」とされているが、そのうち、以下の指標について
見直しを行うこと。

指標①の開設区域内の需要量について、水産物の卸売
市場経由率を考慮した指標の設定に見直すこと。

指標②の水産物の基準数値について、実態に即し、地
方の実情や、市場の環境等を考慮した取扱数量の設定
に見直すこと。

【具体的な支障事例】
生産者から、県所管の地方卸売市場より国所管の中央卸売市場の方が、安定した価格や確実な入金な
ど信頼感があるとの声がある。また、岐阜は近隣に名古屋市場があるため、名古屋市場に荷が集中し、取
扱数量が減少する可能性が高く、ブランドイメージが損なわれる。
実際、地方に転換した尼崎市、室蘭市の取扱数量の減少率は岐阜市の減少率を大きく上回っている。
（別添資料「近年、地方に転換した市場の取扱数量一覧表」参照、H25のH21に対する割合）
【制度改正（案）及び効果】
開設区域内の需要量について、指標①は人口に１人当の需要量をかけ開設区域内に十分な水産物を供
給できているかを図る指標だが、「卸売市場をめぐる情勢について（農水省作成資料）」のとおり、水産物
の市場経由率は53.4％（H24）で、指標①に市場経由率を掛けた量を供給できればその役割を果たして
いると考える。
現在：開設区域内人口×１人当需要量⇒提案：開設区域内人口×１人当需要量×卸売市場経由率
指標②の水産物の基準数値35,000ｔについては、第８次卸売市場整備基本方針から35,000ｔのままで10
年近く変更されていないことは、少子高齢化や魚離れ等による消費量の減少が続く中、実態とかけ離れて
いる。
中央卸売市場の平均は約35,000ｔだが、平均を上回る市場はほとんど政令指定都市である。
政令指定都市以外の平均は約23,000ｔとなり、岐阜市が海なし県で漁港が無く、水産物の入荷は海に面
した市場とは違う点も考慮して約20,000ｔ程度が妥当な基準数値と考える。（別添資料「H26青果水産取扱
高一覧表」参照）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html
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－ － － － － －

－ － － － － －

６【農林水産省】
（16）林業関係事業補助金
林業関係事業補助金については、工事の早期着手に資する観点から、補助申請の事前相談
等の手続について地方公共団体に周知するとともに、毎年度可能な限り早期に交付決定を行
う。

－ － － － － －

６【農林水産省】
（９）卸売市場法（昭46法35）
(ⅰ) 卸売市場整備基本方針（４条）における中央卸売市場の再編基準については、次期卸売
市場整備基本方針において、新たに取扱金額についての考慮事項を追加するとともに、再編
措置の運用の考え方について明確化する方向で検討し、平成27年度中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。
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H27 158 07_産業振
興

中核市 岐阜市 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

中央卸売市場における業務運
営について第１　２（４）

中央卸売市場における
仲卸店舗の消費者への
定期的な開放

市場のＰＲや活性化を図るため、仲卸店舗の消費者への
定期的な開放が図れるよう、「中央卸売市場における業
務運営について（H12.3.31　12食流第746号）」で記載の
ある仲卸業者の市場内での小売行為の明確化を図るこ
と。

【支障事例】
取扱数量の減少等により、場内業者の経営状況は厳しい環境にある。開設者としては市場を多くの市民
にＰＲし、知ってもらい、市場を活性化させたい。その手法の１つとして、定期的な市場開放を検討してい
る。
イベント的な開放については、「第９次卸売市場整備基本方針」や「卸売市場流通の再構築に関する検討
会」において方向性が示されており、現在当市場も、関連棟を毎月第１土曜日に一般開放しているが、水
産の仲卸業者からも「仲卸店舗も一般開放できないか。」との要望が挙がっている。
仲卸業者は、まず、月１回の開放から始め、順調なら、週１回の開放も考えている。
しかし、仲卸店舗での小売については、H12.3.31の12食流第746号「中央卸売市場における業務運営に
ついて」の「2仲卸業者　(3)市場内での小売行為」において、「仲卸業者が市場内の店舗を利用して一般
消費者に対して小売活動を恒常的に行うことは、原則として卸売市場法の目的外の使用に該当する行
為」となっているが、具体的な取扱い（原則の例外）は明確にされていない。
地産地消も含めた市場ＰＲや地域活性化を図るため、仲卸店舗において消費者向けに臨時的な開放を
継続して行うことにより、最終的に場内業者の経営改善、取扱数量の減少に歯止めを掛けたいが、それが
できない状況にある。
【制度改正の必要性】
仲卸業者による月１回、週１回の臨時的な開放が継続してできることで、地産地消も含めた市場のＰＲや地
域活性化が図れるように、「中央卸売市場における業務運営について」の「２仲卸業者　（３）市場内での小
売行為」の範囲の明確化を図っていただきたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 159 03_医療・福
祉

中核市 岐阜市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

国民健康保険法第7条・8条・9
条・67条
厚生労働省平成26年12月5日
通知

過誤調整方法(返納金)の
運用変更可能な規制緩
和

本人の同意がなくとも保険者間で過誤調整できるように
すること

【支障事例】
転職や転居で国民健康保険より他保険に変更になった際、旧保険証の返納がなされず使用される事案
が後を絶たない。本市では病院との交渉により解消する件数が多いものの、返納金として残る件数は450
件発生、336件処理、114件未納（H26）となる
これを解消するには被保険者が一旦、前保険者に保険者負担分を支払ったのち、加入中の保険者にそ
の領収書とともに請求する必要がある。本市では、この返納金による、不納欠損はH21-H25で567件、
1,100万円余であり、他市町村でも少なからず同状況であることが推測される。
【制度改正の経緯】
前年度の提案後、厚生労働省平成26年12月5日の通知により、被保険者の委任があれば保険者間での
調整が出来るようになったが、委任事務は本人にとって利益がなく、手間がかかることから、処理が進んで
いない。現状のまま被保険者異動届と同時に委任届を取得する案もあるが、転出後の社保加入や他市町
村国保への手続き不備等、機能しない可能性もある。また、マイナンバー活用による過誤調整の方針が閣
議決定され、一定の改善可能性があることを理解する一方、マイナンバーカードが任意取得であること、再
発行の際、手数料がかかること（本市での保険証再発行枚数は月300枚程）やカード発行に即時性がない
事などから、当制度改正や今後の方針では不十分と言わざるを得ない状況である。
【懸念の解消策】
本人の同意がなくとも保険者間で過誤調整できるようにすることは、保険者の利益のみならず、被保険者
の負担軽減に繋がるものであるため、国民健康保険法67条の改正により規制緩和をお願いしたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 160 03_医療・福
祉

中核市 岐阜市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律に基づく指定障害福祉サービ
ス等及び基準該当障害福祉
サービスに要する費用の額の算
定に関する基準等の制定に伴う
実施上の留意事項について(平
成18年10月31日障発第
1031001号厚生労働省社会・援
護局障害保健福祉部長通知)
第二　３(５)就労継続支援Ｂ型
サービス費

特別支援学校高等部に
おける就労継続支援Ｂ型
事業利用に必要な就労
移行支援事業の特例に
ついて

就労継続支援B型事業を利用できる対象者は、「就労移
行支援事業を利用した結果、当該事業の利用が適当と
判断された者」等と定められている。
特別支援学校高等部において、学校の各種実習や学校
と事業所との連携協議等により就業に対する適性を確認
することは可能であるため、形式的に就労移行支援事業
の利用を義務付ける現行法制度運用を、就労移行支援
事業を経なくても就労の適性を確認できた場合には、就
労移行支援事業の利用を免除する制度に改められた
い。

【現行の制度】
 就労継続支援B型事業を利用できる対象者は、「就労移行支援事業を利用した結果、当該事業の利用が
適当と判断された者」等と定められており、特別支援学校高等部卒業者についても一律にこの原則を適用
することとされている。
【支障事例】
特別支援学校高等部の生徒は卒業するまでにその進路を決めたいというニーズが強いが、特別支援学
校の授業時間内においては、障がい福祉サービスを利用できないことから、夏季・冬季等の休暇期間によ
る短期間の就労移行支援事業を利用している状況である。
結果として、相談支援計画に反映する職業訓練的な適性評価が得られるものであるかは不安が残る反
面、利用者が短期間の環境変化に適応できず混乱する例も見受けられ、このような利用方法では就労移
行支援事業所にとっても一過的な負担がかかりすぎている。
【制度改正の必要性】
特別支援学校では、主に自立に向けた生活面での教育を行っているので、日常の生徒指導の成果を活
用し、就業にかかるアセスメントにおいて必要に応じて就労移行支援事業者の協力を得て、実施すること
で十分な効果が期待でき、利用者、就労移行支援事業者への負担も軽減できるものと考える。また、訓練
給付費の支給削減という効果も期待できる。
【制度の解消策】
学校の各種実習や学校と就労移行支援事業所との連携協議等により就業に対する適性を確認することは
可能であるため、形式的に就労移行支援事業の利用を義務付ける現行法制度運用を、就労移行支援事
業を経なくても就労の適性を確認できた場合には、就労移行支援事業の利用を免除する制度に改められ
たい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【農林水産省】
（９）卸売市場法（昭46法35）
(ⅱ) 中央卸売市場内で禁止されている仲卸業者による恒常的な小売活動については、「恒常
的」の考え方を明確化するとともに、許容される中央卸売市場における小売活動の考え方につ
いて明確化するため、「中央卸売市場における業務運営について」（平12農林水産省食品流
通局）を平成27年度中に改正する。

【農林水産省】「中央卸売市場における業務運営について」の一部改
正について（平成28年3月30日付け農林水産省食料産業局長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
158

－ － － － － －

【厚生労働省】障害保健福祉関係主管課長会議資料（平成28年3月8
日）
【厚生労働省】就労移行支援及び就労継続支援（A型・B型）における
適切なサービス提供の推進について（平成28年3月30日付け厚生労
働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
160

６【厚生労働省】
（20）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17法123）
(ⅳ) 特別支援学校高等部の生徒が卒業後に就労継続支援Ｂ型事業を利用することについて
は、当該生徒の在学中に、就労移行支援事業所が、学校内において施設外支援としてアセス
メントを実施することにより可能となることを、改めて地方公共団体に平成27年度中に周知す
る。
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関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

H27 161 07_産業振
興

中核市 岐阜市 経済産業省 B　地方
に対する
規制緩和

計量法第104条第2項

基準器検査規則第21条の二の
ハ

特級基準分銅の検査証
印有効期間の延長

基準器検査規則第21条の二のハにより、有効期間が3年
に定められているが、一級基準分銅の有効期間と同様、
5年と緩和していただきたい。

【制度改正の必要性】
基準器（特級基準分銅）は基準器検査規則第21条の二のハにより、有効期間が3年に定められているが、
校正施設（産業技術総合研究所つくばセンター（※））への輸送等に多くの費用（搬送委託の場合は5万
円程度、直接持込の場合は6万5千円程度）が必要であること、検査期間も１～2ヶ月を要すること、また、
輸送による振動や損傷等のリスクがあること等、支障が生じている。
※平成26年４月から、大阪でも実施していた法定計量業務がつくばセンターに集約されたため、検査を受
ける際は、全都道府県のどの自治体であってもつくばセンターへ輸送や直接持込を行うこととなっている。
加えて、特級基準分銅の使用頻度は、年間2回程度と少ない。
経済産業省の計量制度検討小委員会の平成20年の報告書においても「取引又は証明における当事者
同士が計量に関する技術的知見を有していたり、ＪＣＳＳ35の校正証明書や民間による第三者認定・認証
制度など取引相手の正確計量についての確認手段が充実してきていることや、ハードウェアの性能が向
上し、技術的に正確な計量を損なう問題が発生する可能性が低いことを踏まえ、計量器毎の使用実態を
見つつ、国や地方公共団体の関与を真に必要なものにする」と記載されているとおり、手入れ等の管理を
万全にしていれば、有効期間が延長されたとしても合格基準を満たす可能性が高い。実際に、岐阜市に
おいては、これまで不合格となった実績はなく、自治体の計量業務の適切な実施の観点から見ても、過度
な規制ではないかと考えられる。
特級分銅に比べ使用頻度の高い一級基準分銅の有効期間は5年であることから、これと同様に有効期間
を5年に緩和していただきたい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 163 08_消防・防
災・安全

中核市 岐阜市 総務省、国
土交通省

B　地方
に対する
規制緩和

水防法第1条、5条、第6条2項
災害対策基本法第84条

水防団の所掌事務及び
公務補償の範囲拡大

水防団の所掌事務は、水防法の規定により水防事務に
限定されている。地震等の大規模災害では事前準備と
初動対応が重要であり、水防団の組織力、救助能力等を
十分に活用したい。
そこで、水防団の所掌事務に、消防団のその一部（消防
力の整備指針（平成１２年消防庁告示第１号）第３６条第
３号に規定する「救助に関する業務」（「大規模災害時」と
いう条件のもとで。）・第４号に規定する「地震、風水害等
の災害の予防、警戒、防除等に関する業務」）を追加す
るよう法的な位置付けをし、また、公務として災害補償も
明記されたい。

【支障事例】
岐阜市のように水害の多い地域では、水防事務に専任する「専任水防団員」を多く置き、対応に当たらざ
るを得ない（岐阜市では、２９水防団１６１３名がいる。）。消防事務を兼任することも可能であるが、それで
は十分な水防事務を行うことができないジレンマがある。
今後、南海トラフ巨大地震が危惧されるが、消防団の活動のみでは十分な事前準備を進めることは難し
い。また、そのような大規模災害が起こった場合、市民による「自助」「共助」が不可欠となるところ、これを
主導し、支援するための「公助」もまた不可欠となる。消防団員の人数を考慮すると、消防団のみでは十分
な「公助」を行うことができないことは明らかである。
【制度改正（案）】
そこで、同じ地域の防災組織である水防団の組織力、救助能力等を活用すべきである。水防団は、市民
からの信頼・期待が高く、また、それに応える能力も十分に備えている。
水防法その他水防事務に係る関連例規においては、水防団の事務を水防事務に限定しているため、消
防団の所掌事務の一部を水防団においても行えるようにし、災害対策、救助活動等の充実を図ることで、
災害に強いまちづくり、さらには災害に強い国を作る必要がある。
その場合、公務として救助活動を行う以上、災害補償が受けられなければ、救助活動等に萎縮が生じ、十
分な効果を上げることはできない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 164 11_その他 中核市 岐阜市 総務省 B　地方
に対する
規制緩和

国勢調査の調査区の設定の基
準等に関する省令第3条

国勢調査の調査区境界
と、住民自治組織である
自治会の境界との整合

国勢調査の調査区は基本単位区の組合せにより決定さ
れる。
この「基本単位区」は、平成2年国勢調査調査区設定に
おいて導入された概念であるが、固定的な境域として恒
久化されて意味を持つものであることから、国勢調査の
調査区の設定の基準等に関する省令第3条に該当し、そ
の境界となる地形・地物が大幅に変更されるなど特別な
事情がない限り変更することができない。
したがって、この省令の改正により、基本単位区境界が、
市区町村の裁量により設定できるよう提案する。

【支障事例】
岐阜市においては、効率的かつ円滑な調査とするため、国勢調査調査員は地域の実情をよく知る地元自
治会を通じて依頼しているが、自治会の境界と調査区の境界が違うことで、多くの自治会から改善が求め
られ、一部の自治会からは調査への協力を拒否されている。
【制度改正の必要性】
調査員を自治会に依頼することは、制度上は必須ではないものの、2,000人以上の調査員を確保する手
段は自治会をおいて他に無く、他の自治体においても大多数が自治会へ依頼していることから、実質的
に必須である。
今回、基本単位区を自治会境界に合わせて変更できるよう提案し、結果的に基本単位区の組合せとして
の調査区が自治会境界に合うようにする。
【過去の要望実績】
平成22年国勢調査の際には、「平成22年国勢調査実施状況報告書」にて「調査区の区割りが自治会と違
うのは納得できない等、不平不満が多数あった」旨報告している。
また、平成27年5月5日に開催された国勢調査有識者会議の際にも、本件と同内容の要望等を国へ対して
行っている。なお、この場では国勢統計課長から、時系列比較の観点から基本単位区は変えることはでき
ないこと、基本単位区の組み合わせで自治会区域に近づけるしかない旨回答を得ているが、基本単位区
の組み合わせでは到底自治会が納得する区割りにはできないこと、自治会区域に合わせられなければ今
後の調査に協力しないという自治会があるため、このままでは調査の実施自体が成り立たなくなる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 165 11_その他 中核市 岐阜市 総務省 B　地方
に対する
規制緩和

平成１７年４月１日付け総税企第
８０号「地方税の徴収に係る合理
化・効率化の推進に関する留意
事項について」

徴税吏員任命範囲の拡
大

地方税徴収の合理化・効率化を図る観点から非常勤職
員等の活用を実施しているが、地方公務員特別職のうち
「徴税吏員」として任命できる対象は「再任用職員」及び
「任期付短時間勤務職員」に限られているため、一層の
効率化・合理化を図るべく、「徴税吏員」として任命できる
職員の範囲を「非常勤嘱託職員」まで拡大する

【支障事例】
現状、地方公務員特別職のうち、地方税の徴収にあたり「徴税吏員」に任命できる範囲は、「再任用職
員」、「任期付短時間勤務職員」に限定され、「非常勤嘱託職員」（以下「嘱託職員」という。）については地
方公務員法で課されている「罰則で担保された守秘義務」及び「厳格な服務規律」が適用されないことを
理由に「任命することが不適当」とされている。（平成17年4月1日付け総税企第80号「地方税の徴収に係
る合理化・効率化の推進に関する留意事項について」）
そのような中、当市納税課においては、採用される側の希望・条件があることから、「再任用職員」、「任期
付短時間勤務職員」がおらず、納税課OBを含めた複数の「嘱託職員」が徴収業務の補助的作業に従事
し、業務効率化に貢献いただいているが、業務内容が制限されることから、本来生かせるはずのスキルを
持て余しているように見受けられる。
そのため、当市納税課としては、業務経験・スキルともに豊富な嘱託職員の活躍の場を拡大することが、一
層の業務効率化と徴収率の向上に繋がると考えている。
以上から、嘱託職員も徴税吏員に任命できるように規制緩和を提案したい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html



74 / 192 ページ

URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【経済産業省】
（６）計量法（平４法51）
(ⅱ) 基準器（基準分銅）（104条）の保有等については、特定市町村（10条）の負担軽減に資す
るよう、基準分銅の貸し借りを行っている地方公共団体の事例を平成27年度中に周知する。

６【国土交通省】
（２）水防法（昭24年法193）
現在の水防団員が、水防事務を行いつつ、一部の消防事務を新たに担うことについては、現
在の水防団及び水防団員を消防団における機能別分団及び機能別団員に移行し、その担当
職務を水防事務及び大規模災害時における「救助に関する業務」等の一部の消防事務とする
ことや、水防団員として活動する者が、消防団員の身分も有し、大規模災害時における「救助
に関する業務」を行う消防団員として活動すること等によって可能であることを明確化するた
め、水防団が存する地方公共団体に平成27年中に通知する。
［措置済み（平成27年12月１日付け国土交通省水管理・国土保全局河川環境課通知）］

【国土交通省】水防団の所掌事務等について（平成27年12月1日付け
国土交通省水管理・国土保全局河川環境課 水防企画室長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
163

６【総務省】
（８）統計法（平19法53）
国勢調査の調査区（国勢調査令（昭55政令98）８条）については、平成32年度に行われる国勢
調査において自治会の境界による基本単位区の分割が可能であることを明確化するため、調
査区設定の手引きを改正する。

【総務省】次回の国勢調査調査区設定事務における基本単位区の境
界区画について（平成28年3月28日付け総務省統計局統計調査部国
勢統計課調査区係長事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
164

－ － － － － －
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関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

H27 168 03_医療・福
祉

一般市 瑞穂市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

児童福祉法第18条の４、第45条
児童福祉施設の整備及び運営
に関する基準第33条

朝・夕の時間帯における
保育士配置定数の緩和

26年の提案に対する対応策として、27年度の間は、朝・
夕の時間帯で当該保育所において保育する児童が少数
である時間帯に、保育士１人に限り、当該保育士に代え
保育施設における十分な業務経験を有する者等を配置
することもやむを得ないとの特例が示された。
ところが、本市では必ずしも保育する児童が少数でない
施設もあり特例が認められないこともあることから、28年度
以降の措置について継続して検討を求めるとともに、現
場の状況を踏まえ、その適用条件等について改めて整
理することを求める。併せて、代替できる者の定義の明確
化を求める。

【本市の保育士不足の状況】
非正規職員である保育士の希望労働時間は、大半が９時から15時までとなっており、この時間帯は正規
職員もいるため、職員数は充足されている。一方、保育所では、11時間を超えて預かる児童が多くなって
おり、朝・夕の保育士の確保が難しい状況となっている。
【懸案の解消策】
昨年の提案と同様に、保育士が不足している朝・夕の原則的な保育時間以外の時間帯においては、おむ
つ交換やおやつ等の生活の支援が主となるため、保育士２人のうち１人を、特例で示されたように代替で
きる者で対応できるようにすることで、懸念を解消したい。
【特例に係る課題認識】
今回示された特例を活用する上で、次の点から困難であると感じている。
・特例措置が27年度限りであり、28年度以降の方向性が見えないこと。
・「当該保育所において保育する児童が少数である時間帯」とあるが、おおよそどの程度の状況を指して
いるか判断しにくい。また、本市では朝・夕であってもそれなりの児童数を抱える施 設もあるが、そのような
場合にも状況に応じ適用できるよう改めて検討してほしい。
・保育士の代替者について「保育施設における十分な業務経験を有する者、家庭的保育者等適切な対
応が可能なもの」とされているが、どのような者を指しているか判断しにくく特例措置の活用に踏み出しづ
らい。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 167 03_医療・福
祉

都道府県 滋賀県、京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、関西広域
連合

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

健康保険法施行規則第69条
国民健康保険法施行規則第27
条の２
高齢者の医療の確保に関する
法律施行規則第50条
平成26年３月５日付保発0305第
３号厚生労働省保険局長通知

訪問看護に関する診療
報酬において、訪問看護
ステーションの相互連携
によるサービス提供に対
し、訪問看護療養費を支
給できるよう省令改正

医療依存度の高い在宅療養者への24時間365日の定期
的なサービス提供の実現のため、医療保険制度におい
て、１日に１人の患者に対して複数の訪問看護ステーショ
ンからのサービス提供を診療報酬上算定が可能となるよ
う要件改正

【制度の概要】
厚生労働省令により、保険者は、他の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けるときは、訪問
看護療養費を支給することができないこととされている。

【本県の状況】
本県では、平成25年度から27年度において、２次医療圏域単位（保健所管轄単位）で基幹型訪問看護ス
テーションを設置し、当該訪問看護ステーションを中心として１人の患者に対して同一日に複数のステー
ション間の連携による24時間365日の定期的な訪問看護が提供できる体制の整備をモデル事業として実
施している。
　
【支障事例】
モデル事業実施済みの圏域において、複数の訪問看護ステーションからサービス提供を受けた患者の事
例では、日中はＡステーションからの訪問看護を利用し、夜間（入眠前）は、Ｂステーションからの訪問看護
を利用し、夜間の呼吸状態の安定や患者親族の心身の負担軽減の効果があった。現行制度による患者
の全額自己負担分サービスに対しては地域医療再生基金を利用し充当していたが、期間終了後は、患
者の経済的負担が大きいことから、夜間のＢステーションのサービス継続が困難となった。
　
【制度改正の必要性】
診療報酬上算定可能となれば、在宅療養・看取りの環境整備の推進が図られ、県民の福祉の向上につな
がる。
また県内の小規模訪問看護ステーションの割合は半数以上を占め、全国的にも同様のステーションの割
合が６割を超えている現状において、全国各地でこうしたステーション間の連携による夜間・早朝のサービ
ス提供の広がりが期待できる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

【制度の概要】
児童福祉法第13条第１項により、児童相談所には児童福祉司を置かなければならないとされ、同法施行
令第３条により、児童福祉司１人の担当区域が「人口おおむね４万から７万まで」を標準として定めるものと
されている。
また、児童相談所運営指針において地区担当児童福祉司等の教育・訓練・指導を担当する児童福祉司
（以下、「ス－パ－バイザ－」）を５人に１人置くことが標準とされている。

【本県の状況、支障事例】
平成25年度の児童虐待の相談件数は1,283件と、平成12年度の295件と比較すると、4.3倍に増加してい
る。これに合わせ、県において児童福祉司の増員を図ってきたが、児童福祉司１人当たりの児童虐待にか
かる相談件数は約２倍の増加となっている。
また相談の中には児童福祉司による年度を超えた長期間のケアを必要とするケースも多く、平成25年度
では相談件数の53.9%が継続的に関わっているものであるが、国において把握されている相談件数は当
該年度に新規で発生した数であると考えられ、虐待相談全体の把握が十分でない。
こうしたことから、児童福祉司の数が十分に配置できず、本来、専任で配置すべきであるスーパーバイ
ザーが、地区担当業務を兼務しており、本来の教育・訓練・指導業務を満足に行えないなど、児童虐待に
対する対応が難しい状況となっている。

【制度改正の必要性】
以上から、施行令に定める標準の配置数では実際の対応に支障が生じており、各自治体が当基準を標
準として配置数を検討していることを踏まえれば、これまでの人口による基準に加えて、例えば、児童虐待
相談の全数を把握した上で、児童福祉司一人あたり担当数の上限の基準を設けること等が必要でないか
と考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

児童福祉法第13条第１項
児童福祉法施行令第３条

児童相談所における児
童福祉司の職員配置基
準の見直し

児童福祉法施行令第３条に標準として規定されている児
童相談所の児童福祉司の職員配置数は、「保護を要す
る児童の数、交通事情等を考慮し、人口おおむね４万か
ら７万まで」に対して１人とされているが、昨今の児童虐待
件数や継続的なケアが必要な案件の増加等の実態を踏
まえた設定とするよう見直しを求める

H27 166 03_医療・福
祉

都道府県 滋賀県、大阪
府、兵庫県、和
歌山県、鳥取
県、徳島県、京
都市、関西広域
連合
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【厚生労働省】
（４）児童福祉法（昭22法164）
(ⅲ) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、保育所に係る基
準に関し、平成27年度に特例的に実施している取扱い（朝・夕の児童が少数である時間帯に
おいて保育士１名に代え、保育士でない保育業務経験者等を配置することを許容するもの）に
ついては、有識者の意見等を踏まえつつ保育業務経験者等の要件を明確化した上で平成28
年度以降も実施する方向で検討し、平成27年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

－

６【厚生労働省】
（４）児童福祉法（昭22法164）
(ⅱ) 児童福祉司の担当区域の標準（施行令３条）については、昨今の児童虐待に関する相談
対応件数の増加傾向を踏まえ、業務量に見合った体制を整備することについて検討し、平成
28年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

－ － － － －
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関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

看護師等の人材確保の促進に
関する法律第１６条の３

看護師等（保健師・助産
師・看護師又は准看護
師）の復職支援のための
届出制度の義務化

「看護師復職支援のための届出制度」において、努力義
務となっている看護師等の離職時等の届出を義務化す
る

H27 169 03_医療・福
祉

都道府県 石川県

地方自治法第237条第2項 県有特許権の無償貸与
に係る議会議決の不要
化

県有特許権を共同研究企業へ無償で貸与する際に、地
方自治法（以下「法」という。）で定められている議会の議
決を不要とする。

H27 172 07_産業振
興

都道府県 長野県

H27 171 02_農業・農
地

都道府県 長野県 農林水産
省、国土交
通省

B　地方
に対する
規制緩和

農業協同組合法第72条の８
道路運送法施行規則第48条

農事組合法人が行うこと
ができる事業種類の拡大

農事組合法人が行うことができる事業種類に、地域に密
着した「生活サービス事業」を加える。（株式会社への組
織変更不要）
また、農事組合法人が自家用有償旅客運送を行うことが
できるよう、道路運送法上の規制緩和を求める。
※地域に密着した生活サービス事業の例
①地産地消の食料品や生活用品などの宅配や販売
②農家世帯などの高齢者の病院等への送迎
③農家世帯などの子どもの一時預かり
④生活道路や農家世帯などの民家等の除雪請負や補
修
⑤新聞配達　等

【支障事例、必要性】
農山村集落の現状は、急速な高齢化や人材不足、商店の撤退や公共交通機関の廃線や便数激減など、
生活面で多くの課題を抱えている。
こうした中、農山村集落の担い手農家で構成する農事組合法人の生活サービス事業参入が住民の期待
を集めており、法人においても、地域貢献の観点や、主要品目である米の価格が下落傾向にある中、収
益向上や周年安定雇用を狙って、事業主体が撤退した生活店舗を活用した事業展開、公共交通機関の
空白地帯における高齢者等の送迎支援、民家除雪など生活サービス事業参入に関心を示しているが、農
協法により農業以外の事業実施が制限されているため、実施できない状況となっている。
株式会社に組織変更すれば、農業と生活サービス事業を併せて行うことが可能となるが、手続きの煩雑さ
に加え、農山村集落の実情に適した、構成員が平等に発言権を有する一人一票制の維持が困難（農事
組合法人が同額出資ではない場合が多い）となるため、多数の組合員の合意には、膨大な労力と困難さ
が伴うことや、法人事業に従事した程度に応じて配当が可能な「従事分量配当」ができないことなど、株式
会社にはない農事組合法人ならではのメリットが損なわれることとなるため、サービス事業参入を検討する
上で大きな障害となっている。
また、自家用有償旅客運送についても、道路運送法上の規制により、地域のニーズに応じた柔軟な対応
ができない状況にある。
【代替措置】
本来事業である農業に支障を来すことがないよう、必要に応じて売上高に占めるサービス事業の割合に
制限を設ける。
【メリット】
農山村集落における生活サービスの提供
農事組合法人の経営の多角化、安定化

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

＜現行制度＞
・本年１０月から、離職する看護師等は、離職時に氏名・連絡先等を都道府県ナースセンターに届出（努
力義務）する「看護師復職支援のための届出制度」が開始。

＜支障事例・制度改正の必要性＞
・少子化の進展により、新卒看護師等が減少する可能性がある一方、高齢化の進展により、介護施設等に
おける看護人材の需要が拡大（2025年問題：団塊世代が全て75歳以上）するため、看護師等の確保が困
難になるリスクがあり、また、夜勤・交代制勤務など激しい勤務環境とワークライフバランス確保が必要と
なっていることから、結婚、出産等で離職した未就業看護師等の再就業が人材確保対策として重要とな
る。
・未就業看護師等を活用していくためには、離職者を含めた看護師等の実態を的確に把握した上で、そ
れぞれのニーズを踏まえた研修、情報提供などの再就業支援を実施していくことが必要である。
・しかし、「看護師復職支援のための届出制度」では、離職等した看護師等の届出は努力義務であるた
め、届出が必ずしも提出されないおそれがあることから、離職等した看護師等の実態を確実に把握でき
ず、再就業を働きかける看護師等を確実に把握できない支障が生じるおそれがある

　（参考）
　　　本県の看護師等の職員数（H24.12.31現在）16,500人　　全国100として、石川県125（全国17位）
　　　医療圏域別　南加賀110　石川中央132　能登中部125　能登北部95

＜提案内容＞
・本年１０月から始まる「看護師復職支援のための届出制度」において、届出の努力義務を義務化とするこ
とを提案する。

＜制度改正の効果＞
・離職等した看護師等の実態を確実に把握できるとともに、再就業施策の対象となる看護師等を確実に把
握でき、未就業看護師等の再就業に向けた施策ができるようになる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

【支障事例】
次世代産業の創出には新技術・新製品の開発促進が重要なため、長野県工業技術総合センターでは企
業と共同で研究開発を推進し、特許を共有して早期事業化に向けた取組を支援している。しかし、共同研
究企業は県に特許使用料を支払うことを通例としており、県有特許は県の共同研究企業が優先使用権を
行使し、独占的に使用しているのが現状である。このため、共同研究企業が県有特許を使用しない場合、
県は他社に特許を有効に利用させることができない。

【制度改正の必要性】
共同研究企業が特許の独占的な使用を選択しない場合、県が当該企業から特許使用料を徴収せず無償
で貸し出すことが有効だが、特許は公有財産のため、適正な対価で貸し付けない場合は法により議会の
議決が必要であり、共同研究締結時において交渉が円滑に進まない状況がある。そこで、県有特許を広く
県内企業のニーズに即して使用できるよう、共同研究企業が独占的な使用を選択しない場合に限り、県
有特許権を議会の議決を経ずに、共同研究企業に無償貸与できるようにし、他社への貸付けを促進する
必要がある。

【期待される効果】
企業に広く県有特許権の活用が進み、新技術開発や県内産業におけるイノベーション創出が期待でき
る。

【懸念の解消策等】
「逐条地方自治法」によると、法で議決を求める趣旨は「財政の運営上多大な損失を蒙る」「特定の者の利
益のために運営が歪められる」「住民の負担を増嵩させる」「地方自治を阻害する」ことを避けるためである
が、今回の提案はいずれにも該当しない。なお、個々の県有特許に即した個別具体的な判断が必要なこ
とから、条例による一般的な取扱いには馴染まない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

総務省 B　地方
に対する
規制緩和
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－ － － － －－

６【厚生労働省】
（18）看護師等の人材確保の促進に関する法律（平４法86）
看護師等免許保持者の届出制度については、離職者の届出を促進し、看護師等の就業の促
進を図る観点から、離職者に対する制度の周知・広報を平成27年度から徹底する。

－ － －－ － －
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H27 173 02_農業・農
地

都道府県 長野県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農地法第5条、農地法施行規則
第32条第１号・第53条

2a未満の農業用施設等
の設置に係る農地転用
許可の撤廃

耕作を行う者が、その者の他の農地の利用増進のため
又は２ａ未満の農業用施設を設置するために農地等を転
用することを目的として、他者の農地等に権利を設定し、
又は移転する場合には、あらかじめ市町村農業委員会
へ届け出ることとし、農地法第５条の許可を不要とする。

【支障事例、必要性】
耕作の事業を行う者が所有している農地を、その者の他の農地の保全又は利用増進のために転用する
場合や２a未満の農業用施設を設置するために転用する場合は、農地法施行規則第32条第１号の規定に
より、農地法第４条の許可は不要とされている。
しかしながら、耕作の事業を行う者が、２a未満の農業用施設等を設置するために、他者の所有する農地
等に権利を設定し、又は移転する場合には、農地法第５条の許可が必要とされており、許可申請のための
書類の提出が農業者の負担となっている。
本県の規制緩和対象施設（法第５条許可、農業用倉庫は２ａ未満）の許可実績（農振農用地内の件数）
　H26　農業用倉庫12件(3)　農地への通路14件(1)
　H25　農業用倉庫9件(2)　農地への通路16件(4)　農業用水路1件(1)

【メリット】
申請書に添付する書類（事業計画書、資金証明、工事工程表、その他必要な書類）が大幅に削減され、
農業者の負担軽減につながる。
現行制度では、許可申請から許可までには、約６週間かかるが、届出であれば、設置までに係る期間が短
縮される（参考ですが、市街化区域が指定されている本県のある農業委員会では、概ね、５営業日で届出
の受理通知を行っているとのこと）。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 174 02_農業・農
地

都道府県 長野県 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農業振興地域の整備に関する
法律第13条第４項
農業振興地域の整備に関する
法律施行令第10条
農業振興地域制度に関するガイ
ドラインの制定について

市町村農業委員会が農
地に該当しないと判断し
た土地を除外するために
行う市町村の農用地利用
計画の変更に係る都道
府県知事の同意義務付
け等の廃止

農振法施行令第10条に定める軽微な変更に、森林・原
野化して市町村農業委員会が農地法第２条第１項に規
定する農地に該当しないと判断した土地を除外するため
に行う農用地区域の変更を加えることにより、速やかに農
用地区域から除外することができるようにする。

【支障事例、必要性】
県内の中山間地域には、耕作放棄地が存在し、一部は山林化しているが、地域によっては、既に山林と
なった土地や元々山林だった土地まで現在も農用地区域とされている。
山林化した土地の農用地区域からの除外については、農振整備計画に関する基礎調査を実施し、市町
村全体の農用地区域の状況を確認した上で、行うこととされているが、基礎調査は市町村の人的、金銭的
負担が大きいために敬遠されており、除外は進んでいない。
また、手続上、通常どおり都道府県の同意、縦覧等が必要とされ、除外には２か月以上の時間がかかって
しまう。
市町村農業委員会が農地に該当しないと判断し、市町村が農振整備計画の達成のための一体的な土地
利用に支障を及ぼすおそれがなく、周辺の農業生産に悪影響を及ぼすおそれがないと農振地域制度に
関するガイドラインに照らして「農用地区域に残置しておくことが適当であるとはいえない」と判断した場合
には、軽微な変更として直ちに除外できるようにすべきである。

【メリット】
過大となっている農用地区域の適正な規模へ見直しが進むことにより、農用地区域とすべき土地の現状
の規模について、正確に把握することが可能となることで、農地の利用集積や耕作放棄地の発生防止・解
消の推進に係る施策をより確実に実施することができ、まち・ひと・しごと創生総合戦略で掲げる農林水産
業の成長産業化に資する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 175 07_産業振
興

町村会 全国町村会 経済産業省 A　権限
移譲

工場立地法第４条の２、第６条、
第７条、第８条、第９条、第10条
等

工場立地法第４条の２の
緑地面積率等に係る地
域準則の条例制定権限
等の町村への移譲

工場立地法第４条の２の緑地面積率等に係る地域準則
の条例制定権限等の都道府県から町村への移譲

工場立地法に基づく特定工場の緑地面積率等に係る地域準則の条例制定権限については、都道府県
から市まで移譲されているが、企業立地促進法の特例が適用される場合を除き、町村には権限がない。
このため、周囲の環境と調和のとれる範囲で町村独自の企業支援施策を講じることができない状況にあ
る。
工場の立地等産業の振興に取り組む町村が、地域の実情に応じた企業支援施策を展開するため、また、
地方分権を推進する観点から、都道府県から町村への権限の移譲を求める。
なお、昨年の提案募集で新潟県聖籠町からの提案に係るやり取りの際に経済産業省から「条例制定権限
を移譲する場合は、併せて必要不可欠」とされた経緯も踏まえ、工場立地法に係る事務（届出受理、審
査、必要な場合には勧告、変更命令、罰則適用）についても、併せて移譲を求める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 176 05_教育・文
化

施行時特
例市

松江市 文部科学省 B　地方
に対する
規制緩和

学校教育法第5条 公立幼稚園における設
置者管理主義の規制緩
和

公立幼稚園へ指定管理者制度を導入し、民間への委託
を可能とするよう、学校教育法第5条に規定する設置者
管理主義を規制緩和するもの。

【制度改正の経緯】
松江市立幼稚園の入園児数は激減し、半数以上の園では年齢別のクラス編成ができず就学前教育とし
ての経験が限定される状況である。
集団として十分な教育活動が可能な規模にするため、近くに幼稚園と保育所がある場合は、既設の幼稚
園の空スペースを活用し保育所との複合施設である幼保園を設置し、行革や民間活力の活用という観点
から指定管理者制度を導入し,保育所運営の実績を有する社福法人へ委託したい。
【支障事例】
学校教育法第5条に「学校の設置者は、その設置する学校を管理」すると規定されているため、幼保園は
指定管理者制度を導入できない。
民間移譲の場合、移譲先は学校法人に限られ、松江市内に幼稚園経営を行う法人は少なく現実的な手
法とは考えられない。
公私連携幼保連型認定こども園へ移行した場合、社福法人への移譲は可能となるが、セーフティネットと
して市が最終的な責任を負うことができない。また、認定こども園では、就労時間が月48時間未満の就労
等の場合でも長時間保育を利用できる市立幼保園独自のメリットが失われる。
【制度改正の必要性】
公立学校の管理運営の包括的な委託の在り方について、平成16年の中教審答申で、義務教育段階では
「特に慎重に検討」とされたが、幼稚園及び高等学校では「学校教育としての質の確保に十分配慮しつ
つ、検討することが適当」とされた。
幼保一元化が推進される今日、本答申を踏まえると、幼稚園については、学校教育法第5条の規定を検
討し、見直されるべきものと考える。
【懸念の解消策】
　平成16年中教審答申を基に、質の確保方策や市の責任の在り方等について条例等を整備していく。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html
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６【農林水産省】
（５）農地法（昭27法229）
農地転用許可（４条１項及び５条１項）の申請書に添付する書類のうち、事業を実施するために
必要な資力があることを証する書面及び事業計画書等の参考となるべき書類については、申
請者の負担の軽減と事務の円滑な処理が図られるよう、預金通帳や農地転用して設置する施
設の設計書等の既存の書類の写しを活用することが可能であることを明確化するため、「農地
法関係事務処理要領」（平21農林水産省経営局、農村振興局）を平成27年度中に改正する。

【農林水産省】地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律等に伴う関係通知の整備
について（平成28年3月30日付け農林水産省経営局長、農林水産省
農村振興局長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
173

６【農林水産省】
（８）農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
(ⅰ) 山林原野化し、農業委員会が農地に該当しないと判断した土地については、農業振興地
域整備計画に関する基礎調査を行うことなく、「経済事情の変動その他情勢の推移」（13条１
項）に該当することにより農用地区域からの除外が可能であることを明確化するため、「農業振
興地域制度に関するガイドライン」（平12農林水産省構造改善局）を平成27年度中に改正す
る。

【農林水産省】「農業振興地域制度に関するガイドラインの制定につい
て」の一部改正について（平成28年3月30日付け農村振興局長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
174

５【経済産業省】
（１）工場立地法（昭34法24）
以下に掲げる事務・権限については、都道府県から町村に移譲する。
・条例による緑地面積率等に係る地域準則の制定（４条の２第１項）
・特定工場の新設届出の受理（６条１項）
・設置の場所等に係る必要な事項の勧告及び変更命令（９条１項及び２項並びに10条１項）

【文部科学省】公私連携幼保連携型認定こども園制度の活用について
（平成28年3月28日付け内閣府子ども・子育て本部参事官（認定こども
園担当）、文部科学省初等中等教育局幼児教育課、厚生労働省雇用
均等・児童家庭局保育課事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
176

６【文部科学省】
（１）学校教育法（昭22法26）
(ⅲ)公立幼稚園の空きスペースを保育所として活用する複合施設とし、運営を社会福祉法人
等に委ねることについては、子ども・子育て支援法（平24法65）19条１号に該当する子どもにつ
いても市町村の判断で一時預かり事業等により長時間施設を利用できること、運営に当たる社
会福祉法人等と結ぶ協定により市町村の関与を明確にできること、市町村の判断で予算措置
によって運営経費を助成できることなど、公私連携幼保連携型認定こども園の仕組みを活用
すること等により可能となることを、地方公共団体に平成27年度中に通知する。
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H27 178 03_医療・福
祉

一般市 釧路市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律第30条第1項第2号イ

障害者総合支援法に係
る基準該当事業所登録
認可事務の改正につい
て

地域のサービス供給状況を考慮して基準該当事業所の
登録を判断することが現行制度の原則であるが、基準該
当事業所の登録は、所在市町村で登録を行い、支給決
定市町村で、サービス等利用計画により、地域のサービ
スの状況及び必要性等を判断し支給決定を行うことがで
きないか。

【制度の概要】
基準該当事業所は、都道府県条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基
準に定める事項のうち、その基準を満たすことが要件となっており、その認定・登録については、現行制度
では、基準該当事業所が所在している市町村ではなく、障がい者が基準該当事業所を利用することを決
定した市町村が行うこととなっている。
このため、所在市町村以外の利用者を多数受入れている基準該当事業所は、それぞれの市町村に対し、
登録申請を行っている現状である。
　釧路市基準該当事業所
　　3か所　平均利用者数36人　認可市町村　13市町村（3事業所平均）

【支障事例】
現在、登録申請を受ける所在市町村以外の市町村は、都道府県条例の基準に基づき、申請書類等の審
査を行った上、登録を行っているが、基準該当事業所の状況や内容を現地で把握できる状況ではなく、
指導監査等も難しい現状である。

【制度改正の必要性】
以上のことから、基準該当事業所の状況を現地で把握することができる所在市町村で一括登録を行い、
利用市町村と情報共有の上、各支給決定障がい者が利用できるように、制度の改正を希望する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 180 03_医療・福
祉

指定都市 京都市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

生活保護法第２９条第２項 生活保護適正化に係る
実施機関の調査権限の
強化

実施機関の調査に対する回答義務について，現行法上
は官公庁等に限られているが，不正受給事案の早期発
見や生活保護制度のより適正な運営を可能とするために
は民間事業者の協力が必要不可欠であるため，金融機
関や就労先等の民間事業者にも拡大することを求める。

【制度改正の必要性・支障事例等】
生活保護費は自治体財政の中で大きな割合を占めており，税金の使途の適正化の観点からも更なる取
組が求められているところ，生活保護の不正受給の防止の徹底を図るためには，受給者の収入状況等を
可能な限り正確に把握する必要がある。
この点に関し，税・所得に関する情報については，官公庁に調査への回答が義務付けられているため，確
実に得ることができるが，そもそも税や所得の証明に表れてこない収入を有する場合が存在し，これらをど
のように把握するかが課題となっている。
例えば，金融機関や被保護者の就労先等の民間事業者が保有する情報については，調査に対する回答
が義務付けられていないため正確な把握ができておらず，不正受給につながったり，正確な保護費算定
が行えなかったりと，生活保護業務の適正な運営において支障が生じている。

【見直しによる効果】
当該規定の見直しにより，生活保護のより一層の適正化を図ることができる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 181 03_医療・福
祉

指定都市 京都市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

生活保護法第７８条の２ 徴収金と保護金品の相
殺に当たっての受給者か
らの申出（同意）の省略

現行法上，受給者の申出（同意）がある場合に限って，
徴収金と保護金品の相殺が可能となっているが，最低生
活の維持に支障がない範囲内において同意を不要とす
ることを求める。

【制度改正の必要性・支障事例等】
徴収金については，生活保護法の改正により，受給者の申出（同意）に基づき保護金品との相殺が可能と
なったところであるが，自らに不利益な処分を受けることについて同意を示さないことは，通常想定される。
現行法の規定では，同意を得られない場合には，徴収金についての相殺が行えず，納付書の利用など他
の方法による納入指導を行う必要があり，収入未済の拡大を招く可能性があるところ，財源の確保に支障
をきたすおそれがあるほか，市民の税負担における不公平感を招くとともに，生活保護制度への信頼を失
するおそれがある。

【見直しによる効果】
当該規定の見直しにより，生活保護制度のより一層の適正化の推進，徴収率の向上による財源の確保，
市民の税負担に係る公平性の確保，滞納債権の減少による納入指導等の業務負担の軽減等を図ること
ができる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

179 05_教育・文
化

指定都市 京都市 【制度改正の必要性・支障事例等】
新制度移行後，施設給付を受ける私立幼稚園の確認権限（給付の実施主体）が市となっている中，私立
幼稚園の設置認可権限を有する府との間で，連絡調整の手間が生じている。
幼稚園は公立より私立の方が圧倒的に多く，保育所は公私立問わず市に設置認可等の事務権限がある
ことを踏まえ，市が一元管理し，幼児教育・保育の在り方を一体的に検討していく必要がある。

【移譲による効果】
本市においては，約9割の在園児が通う私立幼稚園の重要性を認識し，市独自で補助金を交付している
が，これを京都府が行っている補助と一体的に行うことで，より地域の実情にあった効果的な制度を構築
できると考えている。

【昨年の提案募集における省庁の見解への反論等】
指定都市市長会から提案を行ったが（管理番号：421），「①平成27年度からの子ども・子育て支援新制度
への移行に関し，幼稚園関係者に多大な混乱を招き，新制度の施行に重大な悪影響を及ぼしかねな
い。」，「②高等学校以下の私立学校に係る設置認可等の事務は都道府県に一元化されている。」ことか
ら，「対応不可」とされた。
しかしながら，①については，私立幼稚園の設置認可等の主体が移行しても，制度そのものに大きな影響
を与えるわけではなく，既に新制度が動き出したことに鑑みると，現時点では移譲に支障はないと考えられ
る（新制度の施行自体が情勢変化である。）。
また，②については，質の高い乳幼児期の教育・保育の総合的な提供や待機児童の解消，地域の子育て
支援の充実等を推進する「子ども・子育て支援新制度」の目的を達成するためには，私立という括りではな
く，幼児教育・保育という括りで捉える必要がある。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

文部科学省 A　権限
移譲

学校教育法第４条第１項第３号 私立幼稚園の設置等の
認可権限及び財源の移
譲

私立幼稚園の設置等の認可権限及び財源について，指
定都市への移譲を求める。

H27
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【厚生労働省】
（20）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17法123）
(ⅲ) 支給決定障害者等が基準該当事業所で基準該当障害福祉サービスを受けた場合にお
ける特例介護給付費等の支給（30条１項２号イ）に関して市町村が行う基準該当事業所の認
定及び登録の手続については、法令上の定めはなく、支給決定障害者等が居住する市町村
のみならず基準該当事業所が所在する市町村も行うことが可能であることを、市町村に平成27
年度中に周知する。

６【厚生労働省】
（10）生活保護法（昭25法144）
(ⅱ) 保護の決定等に当たり行う要保護者等の資産・収入等に関する銀行、要保護者等の雇主
等に対する報告の求め（29条１項）については、より円滑な運用がなされるよう、経済団体、業
界団体等を通じるなどして要保護者等の雇主等に対して協力要請を行うことを検討し、平成28
年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

【厚生労働省】生活保護法第29条に基づく調査に関する協力依頼につ
いて（依頼）（平成29年3月16日付け厚生労働省社会・援護局長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
180

－ － － － － －

－ － －－ － －
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関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

H27 183 07_産業振
興

指定都市 京都市 経済産業省 B　地方
に対する
規制緩和

中小企業信用保険法第２条第５
項第５号

特定中小企業者認定要領４（５）

セーフティネット保証（５
号：業況の悪化している
業種）の認定要件への
「利益率減少」の追加等
及び指定業種の見直し

中小企業への支援を充実し，地域の維持・発展を図るた
め，円安による原材料の高騰等にも対応するよう，認定
要件に「利益率減少」を加えるとともに，とりわけ事業基盤
が比較的脆弱な小規模企業については，認定要件の更
なる緩和を求める。
併せて，指定業種の見直しを求める。

【制度改正の必要性・支障事例等】
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を対象としたセーフティネット保証（５号）の認定に
当たっては，「売上高が前年同期比５％以上減少している」又は「原油等について，仕入価格が２０％以上
上昇しているにも関わらず製品価格に転嫁できていない」ことが要件となっているが，売上高の減少に歯
止めがかかっている，又は持ち直しているものの，円安による原材料（原油等以外も含む。）の高騰や人件
費の増加等の影響で，利益率が悪化している中小企業も少なくないと考えられる。
また，指定業種数が見直し等により減少しており（※），この結果，本市では，京都ならではのものづくり産
業（伝統産業関連業種）のうち，清酒製造業（日本酒）や絹・人絹織物業（西陣織）等が指定から除外さ
れ，資金繰りに窮するなど，衰退の危機にさらされている事業者もある。

※全業種（1133業種）を指定対象とする措置が終了した平成24年11月1日時点：686業種
　→平成27年4月1日時点：254業種（△432業種，△63.0%）

【見直しによる効果】
当該認定要件の緩和及び指定業種の見直しにより，中小企業への支援が充実され，地域の維持・発展に
寄与することができる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 184 09_土木・建
築

指定都市 京都市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

住宅地区改良法第４条第２項及
び第５条第１項

住宅地区改良法に基づく
改良地区指定及び事業
計画の決定に係る申出
手続きの緩和

改良地区の指定及び事業計画の決定に当たって，市が
申出をする場合は都道府県を経由しなければならない
が，経由する時間の短縮化，事務の効率化のために，市
が直接国へ申出することができるよう，規定整備を求め
る。

【制度改正の必要性・支障事例等】
本市においては，新規指定の予定は今のところないものの，計画変更案件が年２～３件ある。
この手続きにおいても，改良地区の指定の申出の際と同様，都道府県を経由する必要があり，都道府県
における内部の事務処理に２～３週間を要している。
指定都市が都道府県に申し出る手続き，都道府県が国に申し出る手続きを踏む必要があり，事務に無駄
が生じている。
（なお，都道府県とは必要に応じて，事前協議等を行っている。）
【見直しによる効果】
当該規制を緩和することにより，事務が簡略化され，手続きに要する時間が短縮される。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 185 01_土地利
用（農地除
く）

指定都市 京都市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

駐車場法施行令第12条 路外駐車場の換気基準
の見直し

　機械換気と自然換気の併用及び開口部の取扱いに係
る具体的な規定を設けることを求める。

【提案の背景】
路外駐車場には一定の能力を有する換気装置の設置による機械換気が義務付けられているが，一定の
面積の開口部を有し，自然換気が可能な場合はその限りでないとされている。
第２７回全国駐車場政策担当者会議での国交省の見解として，機械式換気と自然換気の併用について
は，その審査方法が確立されておらず，性能の確保の確認はできないとされている。

【具体的な支障事例等】
自然換気と機械換気の併用に関する規定がないため，本市において併用換気を前提とした路外駐車場
の案件を取り扱った際，併用換気の可否や換気能力の算定方法について，事業者との対応に苦慮したこ
とがあり，駐車場面積から自然換気可能面積を差し引いた面積を機械式換気対象面積として装置の仕様
を求める方法で対応した事例があるが，自治体で対応が異なっては公平感に欠けるため，国の基準で定
めるべきと考える。
また，開口部として算入できる構造については，建築物一般に適用される建築基準法施行令の基準が適
用されるが，同基準は居室等にも適用されるものであり，排気ガスが排出される路外駐車場を同列に扱う
ことは適切ではないと考えられる。
路外駐車場については，その特性から，駐車場法という個別の法で管理されている趣旨を踏まえ，開口部
の基準（１部分あたりの最低面積や床面からの高さ，格子状の柵や桁材の控除の取扱い等）についても個
別検討し，同法施行令に明確に規定すべきであると考える。

【見直しの効果】
路外駐車場の円滑な整備 事業者への公平な対応のほか より実態に即した適切な換気環境の整備を

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 186 09_土木・建
築

指定都市 京都市 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

土砂災害警戒区域等における
土砂災害防止対策の推進に関
する法律施行令第２条第１号イ
宅地造成等規制法施行令第６
条第１項第1号

傾斜基準の見直し（宅地
造成等規制法と土砂災
害防止法の基準統一）

　宅地造成等規制法上「擁壁を要しない」とされる基準
と，土砂災害防止法上「急傾斜地」とされる基準が異なる
ため，法改正を行い，統一することを求める。

【制度改正の必要性・支障事例等】
基準にずれがあるため，例えば，高さが5ｍ以上で勾配が30度以上35度以下の崖地部分について，宅地
造成等規制法上は「災害を防止するために必要な措置が講ぜられている（＝擁壁を要しない）」と判断さ
れたにもかかわらず，土砂災害防止法上は「土砂災害警戒区域」又は「土砂災害特別警戒区域」に指定さ
れることが起こり得る。
このような場合，市民にとっては安全なのか危険なのかが判別しがたく，混乱をきたすおそれがあり，基準
のずれについて説明を求められても，宅地造成工事規制区域の指定主体である市として，責任ある回答
が困難な状況である。

【見直しによる効果】
基準のずれが解消されることにより，上記の混乱の発生等を未然に防止することができ，安全性の面にお
いて統一的な対応が可能となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html
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－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －

－ － － － － －
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年
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H27 189 03_医療・福
祉

中核市 宇都宮市 厚生労働省 A　権限
移譲

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律第５１条の３１、第５１条の３２、
第５１条の３３

指定一般相談支援事業
者の業務管理体制に係
る届出の受理、勧告・命
令等

指定一般相談支援事業者の業務管理体制に係る届出
の受理、勧告・命令等の権限の都道府県（指定都市）か
ら中核市への移譲を求めるもの

【支障事例】
指定一般相談支援事業者の指定に係る権限は、既に中核市に移譲されている。業務管理体制に係る届
出の受理等の事務についても、本市で処理することは可能である中、当該権限が県にあることにより、包
括的・一体的な管理ができない状況にある。

【必要性】
当該権限が中核市に移譲されることにより、事業者・自治体双方にとって、効率的・効果的な事務遂行が
期待できる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 191 06_環境・衛
生

中核市 宇都宮市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

・水道法施行規則第８条の２
・水道事業等認可の手引き（昭
和６０年６月厚生省生活衛生局
水道環境部水道整備課事務連
絡）

近隣水道事業者との受
給水に係る認可変更手
続きの簡素化

給水区域及び給水人口を変更する場合，事業変更の届
出において，給水人口及び給水量を記載することとなっ
ているが，小規模な給水区域の変更に限り，「給水人口
及び給水量の算出根拠」の提出省略，または，「水道事
業等の認可の手引き」において，前回の水需要予測の
結果を用いることのできるケースとして，「小規模な給水
区域の変更」の明文化を求めるもの

【支障事例】
給水区域境付近の小規模集落などにおいては，地形的な条件等により，自ら整備するよりも近隣水道事
業者との受給水を行うほうが容易なケースがあるものの，このような小規模な給水区域の変更においても，
「水道事業等の認可の手引き」に規定されている４項目全てを満足できない場合には，区域全体の給水人
口や需要水量の推計に基づく「給水人口及び給水量の算出根拠」の提出が必要となっており，この作成
には概ね６００万円程度の費用と相当の時間を要することなどから，水道事業者にとって負担が大きく，認
可変更に踏み切ることをためらう大きな要因となっている。
【必要性】
提案が実現することにより，近隣水道事業者との受給水が進むことが見込まれ，建設費の大幅な抑制や管
破損事故時の迅速な対応，地域住民の安全・安心な生活環境の確保など，小規模集落等に対する持続
的な水道サービスの提供や事業者間の連携促進による広域化への発展などが期待できる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 192 03_医療・福
祉

市区長会 特別区長会 厚生労働
省、国土交
通省

B　地方
に対する
規制緩和

児童福祉法第6条の3第3項、第
7条第1項
建築基準法第48条第1項、第2
項
旅館業法第6条

産後ケア事業の推進に
向けた法的位置づけの
付与及び各種規制の緩
和

世田谷区の独自事業として行っている産後ケア事業の
推進及び全国への波及を目的として、現在法的な位置
づけのない産後ケアセンターに児童福祉法等による法的
位置づけを与えるほか、センター設置にあたって障壁と
なる各種法規制（建築基準法、旅館業法）の規制緩和を
行うことを求める。

【具体的な支障事例】
世田谷区では全国に先駆け「産後ケアセンター桜新町」を開設しているが、育児不安等を抱える出産後の
母親から好評で、利用を希望する母子が利用できない状況が生じており、産後ケア事業の拡充が課題で
ある。
一方で、産後ケアセンターの法的位置づけが未整備であるため、事業を行う度に各種関係法令による規
制等の確認を行いながら事業を進める必要があり、事務が煩雑となるほか、次のような事業の性質からは
必要ないと考えられる規制を受ける。
①建築基準法第48条に基づく別表において第一種及び第二種低層住居専用地域に建築できる建築物
が列挙されているが、当区で大きな割合を占める同地域に建設できるかが判然としない。
②産後ケアセンターが福祉施設としての法的位置づけを有していないため、旅館業法の適用を受けること
となり、例えば、カウンターの幅に係る規定や宿泊者名簿の備えが必要など、本来的には必要ないと考え
られる設備基準を満たさなければならない。
【支障の解消に向けた方策】
上記の障壁の解消に向け、例えば、産後ケアセンターを児童福祉法上の施設として位置づけるなど、法
で定められた施設とするほか、次のような方策を検討されたい。
①特定行政庁の判断で、法48条別表第2に列挙する建築できる建築物に「類するもの」として独自に解釈
する方法も考えられるが、全国的な事業展開の観点から、国においてその明確化等を行う。
②他の児童福祉施設と同様、①の法的な位置づけを得られれば、旅館業法の適用を受けないことになる
と考えるが、法的位置づけが得られないにしても、通知等により適用除外規定を定める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 188 03_医療・福
祉

都道府県 和歌山県、兵庫
県、鳥取県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

介護保険法第13条 介護保険制度における
住所地特例の見直し

都市部から地方への里帰りや、移住を促進するため、介
護保険制度における住所地特例制度の適用対象に、一
旦出身地等に住所を定めた後に施設入所や在宅サービ
スが必要になった場合も含めるものとする。

【現行制度】
現在の介護保険における住所地特例制度は、特定の自治体に居住する高齢者が、直接、他の自治体に
所在する施設に入所した場合に限り、当該特定の自治体が、当該高齢者が利用する介護サービスに係る
負担を行うこととなっている。しかしながら、高齢者が元気なうちに地方に移住し、その後に介護保険を利
用するようになった場合は住所地特例制度の対象外となっており、この場合は移住先の自治体が負担す
ることとなる。
【支障事例】
現行制度では、地方における介護職などの「しごと」の創生の一環として都市部の高齢者の地方への移住
支援施策に取り組めば取り組むほど、地方の都道府県及び市町村財政に負担を与えることとなる。
【支障の解消策】
進学や就職で都市部に出て行ったゆかりのある高齢者の里帰りや、都市部から地方への移住を促進する
ため、住所地特例制度の適用対象に、一旦出身地等に住所を定めた後に施設入所や在宅サービスが必
要になった場合も含めるものとする。住所を移してから施設入所するまでの期間については、例えば、一
定の年齢以降に地方に移住した者については、その後の期間にかかわらず、施設入所した場合や在宅
サービスを利用した場合には、住所地特例の対象とすることを考えている。介護サービスに係る費用につ
いては、例えば、直前の住所地の保険者が一定割合で負担し、将来的にはマイナンバー制度の導入に
伴い過去の住所地の保険者も費用を按分して負担する制度の導入などが考えられる。

※全文は別紙参照

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html
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５【厚生労働省】
（４）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17法123）
指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者及び指定一般相談支援事業
者の業務管理体制の整備に関する事項の届出の受理等（51条の２から51条の４、51条の31か
ら51条の33）に係る事務・権限については、平成27年度に実施された指定都市への移譲の状
況を踏まえ、地方公共団体から意見聴取を行った上で、中核市に移譲する方向で検討し、平
成28年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

６【厚生労働省】
（13）水道法（昭32法177）
以下に掲げる要件を満たす給水区域の拡張に係る事業変更については、認可又は届出に係
る水需要予測を簡素化できるよう、「水道事業等の認可の手引き」（以下「手引き」という。）を平
成27年度中に改訂する。
・既存の給水区域が現行の手引きに規定する水需要予測の簡素化の要件に適合している。
・変更認可申請又は届出時の拡張給水区域の給水人口が100人以下である。
・拡張給水区域に交通機関の新設、住宅開発、新規工場団地の誘致等の開発計画がない。

【厚生労働省】水道事業等の認可の手引き（平成28年3月版） https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
191

６【厚生労働省】
（８）旅館業法（昭23法138）及び産後ケア事業
産後ケア事業については、当該事業の実施状況等を踏まえ、実施に当たっての留意点等を
定めるガイドラインの策定に向けて、事業内容の明確化、衛生管理の方法等について検討し、
平成28年度中に結論を得る。あわせて、その検討状況に応じて、当該事業と旅館業法等との
関係についても検討し、結論を得る。

６【厚生労働省】
（19）介護保険法（平９法123）
(ⅱ) 要介護認定等を受けていない高齢者等が一般住宅等に移住した場合における介護給付
費の財政調整については、国庫負担金のうちの調整交付金（122条）の配分効果を検証しつ
つ、特に年齢が高い高齢者が多い地方公共団体によりきめ細かく配分するなど、調整交付金
の在り方について検討し、平成28年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
るとともに、地方公共団体に周知する。
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関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

H27 193 11_その他 指定都市 熊本市 総務省 B　地方
に対する
規制緩和

地方自治法第240条
地方税法第22条

地方自治法240条への税
情報利用規定の追記

地方自治体は、発生する未収債権の効率的かつ迅速な
回収を行わなければならないが、債権の回収に関して有
用な税情報は、地方税法第２２条においてその漏洩及び
窃用した場合の処罰が定められている。
そこで、地方自治法第２４０条第３項の次に、市の債権を
回収する場合、地方税の税情報を利用できる旨の規定
を追記し,非強制徴収公債権及び私債権の回収事務に
おいて税情報の共有化を求める。

現在、本市においては多額の未収債権（※）を抱えているが、これらの債権のうち自力執行権を有しない
非強制徴収公債権及び私債権については、その強制執行の実施に際して法的措置の申し立てが必要と
なる。
しかしながら、地方税法第22条において税情報を強制徴収公債権の業務以外に利用することが認められ
ておらず、そのため債務者の財産調査が一部（不動産登記事項、商業登記事項、軽自動車を除く自動車
登録状況等）しか行えない。これにより強制執行等の法的措置を行うことによる債権の回収の可否につい
ての迅速な判断ができなくなり、回収の遅れやその後の未収額の増加につながると考える。
さらに、債務者との折衝において聴取した財産状況の信憑性を客観的に判断する場合、あるいは破産手
続きや他の債権の差し押さえなどが行われた場合等で、税情報が利用できないことにより債権の保全措
置（配当要求、破産債権の届出、仮差押さえ等）が行えず、回収が可能であった債務を十分に回収できな
い状況も考えられる。
地方の財政状況が厳しい中、市全体の債権回収について税情報を活用することができれば、効率的に財
政健全化を図ることができるとともに、債務者に対する行政の迅速な支援も容易となる。

※H25年度現在の熊本市の未徴収債権額は、約158億円となっており、そのうち非強制徴収公債権分が
約8億、私債権分が約20億となっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 195 11_その他 都道府県 山口県、中国地
方知事会

農林水産省
（林野庁）

B　地方
に対する
規制緩和

「林業労働力の確保の促進に関
する法律の施行について」
（H8.5.24農林水産事務次官・労
働事務次官通知）
「林業労働力の確保の促進に関
する法律に基づく林業就業促進
資金制度の運用について」
（H8.5.24林野庁長官通知）

林業就業促進資金貸付
事業計画承認制度の見
直し

年度初めに国に対して貸付事業計画承認申請を行い、
その承認を受ける制度を廃止することにより、事務の簡素
化（事務改善）を図る（実績報告等については継続す
る。）。

【制度改正を求める背景・必要性等】
国庫補助金の交付申請を行う年度においては、交付申請の手続きの際に貸付事業内容等の資料を併せ
て提出する必要があることや、その他の年度においても、過去に国の補助金を受けて造成した原資をもと
に貸付事業を実施していることから実績報告が必要であることは理解できる。
一方、当資金の貸付事業は、毎年度都道府県の特別会計で融資枠等について予算化し、議会の承認を
受けて決定しているところであり、その貸付原資については当分の間追加造成することなく、自己回転によ
り事業を実施している都道府県もあるところである。
そのような中、年度初めに、都道府県が貸付事業実施に係る計画について国の承認を受ける手続きは、
地方にとって事務的な負担となる上、過去、国庫補助金交付の際に貸付事業内容等について国の審査
を受けているにも関わらず、毎年度、関係法令や国の通知を踏まえて予算化している貸付事業の実施に
ついて、国から改めて審査を受ける制度となっている。
【懸念の解消策等】
国の補助金をもとに貸付事業資金を造成し活用していることを踏まえ、毎年度の事業実績報告等は継続
した上で、年度初めに国から求められている貸付事業計画承認制度を廃止し、事務の簡素化（事務改善）
を図る。
【類似制度の例】
類似の制度として、母子・父子・寡婦福祉貸付金については、都道府県は、その原資として、国からの新
たな貸付がある場合に限って事業計画を付して貸付申請を行っている。林業就業促進資金についても、
国から補助金の交付を受ける場合に交付申請書に付することとなっている貸付事業内容の資料をもって
足りるとすべき。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

【制度改正を求める背景・必要性等】
国庫補助金の交付申請を行う年度においては、交付申請の手続きの際に貸付事業内容等の資料を併せ
て提出する必要があることや、その他の年度においても、過去に国の補助金を受けて造成した原資をもと
に貸付事業を実施していることから実績報告が必要であることは理解できる。
一方、当資金の貸付事業は、毎年度都道府県の特別会計で融資枠等について予算化し、議会の承認を
受けて決定しているところであり、その貸付原資については当分の間追加造成することなく、自己回転によ
り事業を実施している都道府県もあるところである。
そのような中、年度初めに、都道府県が貸付事業実施に係る計画について国の承認を受ける手続きや、
承認後に月別の資金管理計画書を国に提出する手続きは、地方にとって事務的な負担となる上、過去、
国庫補助金交付の際に貸付事業内容等について国の審査を受けているにも関わらず、毎年度、関係法
令や国の通知を踏まえて予算化している貸付事業の実施について、国から改めて審査を受ける制度と
なっている。
【懸念の解消策等】
国の補助金をもとに貸付事業資金を造成し活用していることを踏まえ、毎年度の事業実績報告等は継続
した上で、年度初めに国から求められている貸付事業計画承認や国の承認後の月別資金管理計画書の
提出を廃止し、事務の簡素化（事務改善）を図る。
【類似制度の例】
類似の制度として、母子・父子・寡婦福祉貸付金については、都道府県は、その原資として、国からの新
たな貸付がある場合に限って事業計画を付して貸付申請を行っている。林業・木材産業改善資金につい
ても、国から補助金の交付を受ける場合に交付申請書に付することとなっている貸付事業内容の資料を
もって足りるとすべき。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

農林水産省
（林野庁）

B　地方
に対する
規制緩和

「林業・木材産業改善資金助成
法の施行について」（H15.6.11
農林水産事務次官通知）

林業・木材産業改善資金
貸付事業計画承認制度
及び承認計画に基づく月
別資金管理計画書の提
出制度の見直し

年度初めに国に対して貸付事業計画承認申請を行い、
その承認を受けて貸付事業計画を定める手続及び国の
承認後の月別資金管理計画書の提出を廃止することに
より、事務の簡素化（事務改善）を図る（実績報告等につ
いては継続する。）。

H27 194 11_その他 都道府県 山口県、中国地
方知事会
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－ － － － － －

－ － － － － －

【農林水産省】「林業・木材産業改善資金助成法の施行について」の
一部改正について（平成28年3月18日付け農林水産事務次官通知）
【農林水産省】「林業・木材産業改善資金制度の運営について」の一
部改正について（平成28年3月18日付け林野庁長官通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
194

６【農林水産省】
（11）林業・木材産業改善資金助成法（昭51法42）
毎年度、都道府県が農林水産大臣に提出することとなっている林業・木材産業改善資金の貸
付に係る月別の資金管理計画書については、廃止する方向で検討し、平成27年度中に結論
を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。



89 / 192 ページ

関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
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根拠法令等
提案事項
（事項名）
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提案
団体

年
年別
管理
番号

H27 197 03_医療・福
祉

一般市 三豊市 厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律第21条
障害者の日常生活及び社会生
活を総合的に支援するための法
律施行規則第11条

障害支援区分の医師意
見書の緩和

市町村が障害支援区分を認定する際に、障害者の日常
生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行
規則第11条の規定により、医師意見書が必要とされてい
る。これを、知的障害者の支援区分更新の際には、利用
者の負担軽減の観点から医師意見書の提出義務を廃止
し、障害年金の申請・更新時の診断書や県の療育手帳
発行・更新時の判定結果を活用し、認定調査員による調
査内容と総合的に判断して支援区分を認定できるように
することを求める。

【具体的な支障事例】
障害者の中でも、身体障害者及び精神障害者の方は医療機関への通院を定期的または随時行っている
方がほとんどであるが、知的障害者の方は比較的健康で通院もされていない方が多い。利用者（障害者）
が、医師意見書を記入してもらうためだけに医療機関を受診しても、医療機関によっては１、２回の受診で
は意見書を書いてもらえない場合がある。それによって、障害支援区分の認定に長期間を要し、サービス
の利用が遅れてしまうといった支障が生じている。
　
【地域の実情を踏まえた必要性】
地方の医療機関では、常勤の医師がいないところも多く、利用者（障害者）が医療機関に予約をとり受診し
たにも関わらず、派遣された医師のため意見書を書けないと断られるケースがある。また、精神科のある医
療機関の数が少ないため、遠くまで足を運ぶケースや、精神科以外の医師に受診するケースもあり、利用
者に負担が生じている。

【懸念の解消策】
医師意見書の代替として、障害年金の申請・更新時の診断書や県の療育手帳発行・更新時の判定結果
を活用し、認定調査員による調査内容と総合的に判断することで、障害支援区分認定の正確性を担保で
きる。
また、医師意見書を不要とする場合を、支援区分の更新時において、利用者が医師意見書の記載を希望
しない場合に限ることで、利用者の権利も守ることができる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 201 08_消防・防
災・安全

市区長会 指定都市市長会 経済産業省 A　権限
移譲

改正後の高圧ガス保安法第79
条の3

高圧ガスの製造等の許
可等に係る事務・権限
（特定製造事業所等に係
るもの）の指定都市への
権限移譲

　「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」
（平成27年1月30日閣議決定）において、指定都市の区
域内における高圧ガスの製造等の許可等に係る事務・
権限（特定製造事業所等に係るものを除く。）を都道府県
から指定都市に移譲するとされ、法令整備が進められて
いるが、特定製造事業所等に係るものについても指定都
市に移譲する。

【制度改正の必要性】
高圧ガスの製造等の許可等に係る事務・権限の移譲は、「消防法に基づく危険物の保安業務と一体的に
事業者への指導監督を行うことによる、保安体制の充実」を目的としており、近年、重大事故が発生してい
る特定製造事業所等に係る事務・権限を移譲対象から除外することは、本来の目的に逆行しているとしか
考えられない。経済産業省産業構造審議会保安分科会高圧ガス小委員会（平成27年3月12日開催）で
は、移譲対象から除外する理由として、「爆発等の危険のある高圧ガス、危険物及び毒劇物等が多数の
設備機器に大量に集積されており、しかも、それら設備機器が近接して設置され、生産プロセス上相互に
密接な一体関係に置かれていることから、災害発生時には、その被害が市域を越えて広域的なものとなる
恐れがあるため。」とされているが、指定都市は現在もコンビナート地域に所在する危険物製造所等の設
置の許可等の事務及び災害対応を行っていること、及びコンビナート地域における災害発生時は、石油コ
ンビナート等災害防止法に基づき災害の拡大防止等が図られることから、当該理由に矛盾が生じている。
なお、被害が市域又は県域を越えて広域的なものとなった場合でも、消防相互応援協定や緊急消防援助
隊の制度により現在も対応している。
また、特定製造事業所等の施設の多くは、消防法及び高圧ガス保安法の規制を受ける施設（高・危混在
施設）であり、申請窓口を一本化して事業者の負担を軽減するという地方分権の基本的な考えから外れる
ものである。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 196 11_その他 都道府県 山口県、中国地
方知事会

農林水産省
（水産庁）

B　地方
に対する
規制緩和

「沿岸漁業改善資金計画の取扱
いについて」（S54.4.27農林水産
事務次官通知）

沿岸漁業改善資金貸付
事業計画承認制度及び
承認計画に基づく月別資
金管理計画書の提出制
度の見直し

年度初めに国に対して貸付事業計画承認申請を行い、
その承認を受けて貸付事業計画を定める手続及び国の
承認後の月別資金管理計画書の提出を廃止することに
より、事務の簡素化（事務改善）を図る（実績報告につい
ては継続する。）。

【制度改正を求める背景・必要性等】
国庫補助金の交付申請を行う年度においては、交付申請の手続きの際に貸付事業内容等の資料を併せ
て提出する必要があることや、その他の年度においても、過去に国の補助金を受けて造成した原資をもと
に貸付事業を実施していることから実績報告が必要であることは理解できる。
一方、当資金の貸付事業は、毎年度都道府県の特別会計で融資枠等について予算化し、議会の承認を
受けて決定しているところであり、その貸付原資については当分の間追加造成することなく、自己回転によ
り事業を実施している都道府県もあるところである。
そのような中、年度初めに、都道府県が貸付事業実施に係る計画について国の承認を受ける手続きや、
承認後に月別の資金管理計画書を国に提出する手続きは、地方にとって事務的な負担となる上、過去、
国庫補助金交付の際に貸付事業内容等について国の審査を受けているにも関わらず、毎年度、関係法
令や国の通知を踏まえて予算化している貸付事業の実施について、国から改めて審査を受ける制度と
なっている。
【懸念の解消策等】
国の補助金をもとに貸付事業資金を造成し活用していることを踏まえ、毎年度の事業実績報告は継続し
た上で、年度初めに国から求められている貸付事業計画承認や国の承認後の月別資金管理計画書の提
出を廃止し、事務の簡素化（事務改善）を図る。
【類似制度の例】
類似の制度として、母子・父子・寡婦福祉貸付金については、都道府県は、その原資として、国からの新
たな貸付がある場合に限って事業計画を付して貸付申請を行っている。沿岸漁業改善資金についても、
国から補助金の交付を受ける場合に交付申請書に付することとなっている貸付事業内容の資料をもって
足りるとすべき。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html
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６【厚生労働省】
（20）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平17法123）
(ⅱ) 障害支援区分の認定（21条）については、認定に当たって必要となる医師意見書の作成
に当たる医師を確保するため、都道府県が実施する主治医研修に対して引き続き支援を行う
とともに、当該研修がより多くの都道府県において実施されるよう促すため、研修の取組事例
を都道府県に平成28年中に周知する。

【厚生労働省】障害者支援状況等調査研究事業「障害支援区分の認
定状況の実態に関する分析」調査結果について（平成28年7月21日付
け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課事務連
絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
197

－ － － － － －

６【農林水産省】
（12）沿岸漁業改善資金助成法（昭54法25）
毎年度、都道府県が農林水産大臣に提出することとなっている沿岸漁業改善資金の貸付に
係る月別の資金管理計画書については、廃止する方向で検討し、平成27年度中に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

【農林水産省】「沿岸漁業改善資金計画の取扱いについて」の一部改
正について（平成28年3月16日付け農林水産事務次官通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
196
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関係府省 具体的な支障事例
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団体

年
年別
管理
番号

H27 202 11_その他 指定都市 川崎市 法務省 A　権限
移譲

出入国管理及び難民認定法第
19条の3

永住者に係る在留カード
の交付事務権限の国か
ら市町村への移譲

特別永住者証明書については、居住地の市町村長を経
由して交付するとされているが、在留期間が無期限であ
る永住者に対する在留カードの交付についても、居住地
の市町村長を経由して行うこととする。

【制度改正の経緯】
「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管
理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が可決・成立し、平成21年７月15日公布、平成24年７月９
日に施行された。ここで、新しい在留管理制度が導入され、永住者については、以前の外国人登録証明
書では市町村の窓口で手続できたものが、在留カードに切り替わることで、法務省入国管理局で行う必要
が生じた。
【支障事例】
従前、市町村窓口で手続が行えていたものが、在留カードに切り替わり、所要の手続について法務省入
国管理局で行う必要が生じることで、身近な市町村窓口より遠方にある施設への移動等手続に要する手
間が増え支障となっている。
【制度改正の必要性】
在留期間が無期限である永住者については、再入国許可申請等以外は法務省入国管理局へ行く機会
が少なく、より身近な居住地の市町村で在留カードの交付ができるようにすることで、移動等に要する手間
等を解消でき、永住者である市民の利便性向上が期待できる。なお、川崎市においては、 平成26年12月
末現在、外国人人口約３万人のうち約３割を占める永住者が恩恵を受けることが想定される。
【懸念の解消策】
懸念は特段想定されない。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 204 06_環境・衛
生

都道府県 群馬県、福島
県、新潟県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

旅館業法第３条第１項 都市農村交流等を目的と
した農家宿泊体験におけ
る旅館業法の適用除外

都市・農村交流を目的に農村が「地域」で都市住民等を
受け入れて農家に宿泊させる農家民泊（※）の場合、旅
館業法の適用を除外する。
※教育等を目的として実施される農林家で生活を体験さ
せるための宿泊（ホームステイ）。農村余暇法で定める
「農林漁業体験民宿業」ではない。

【支障事例】
農村余暇法の農家民宿は、あくまで「旅館業」であり、地域ぐるみの手作り感のある宿泊体験を提供するに
至っていない。 一方で、教育旅行等を対象にし、農林業体験を伴う宿泊は「農家民泊」として実施されて
いる。農家民泊は旅館業法の営業許可を取得していないため、宿泊経費を徴収することができず、体験
料として徴収している。例えば、シーツのクリーニング代等を受領すると宿泊の対価を得ることとなり、旅館
業法の営業許可が必要となる。しかし、旅館業法の営業許可を得ることは、農林業体験の提供を主目的と
した農家民泊の実施者にとって、申請行為自体の事務手続き負担が大きいため、特定の者しか取り組む
ことができず、都市農村交流や子どものたちの一時滞在型農山村交流・体験学習拡大の大きな障害と
なっている。市町村からの要望あり。
【提案実現の効果】
農家民泊実施者が宿泊経費を得られるようになり、地域協議会(※）を中心に、農家民泊について地域全
体で継続した取り組みが可能となり、都市農村交流の発展が期待できる。
【懸念の解消策】
旅館業法第３条第１項の適用除外は、地域協議会が受け付ける教育旅行（公共性が高い）として実施され
る農家民泊を想定し、旅館業法の営業許可を受け個人が自由に営業を行う農家民宿、民間旅館とは競合
しないと考える。また、同協議会が安全・衛生面に関するガイドラインを作成することで、安全・衛生面に配
慮した農家民泊を実施できるものと考える。
※農家民泊等の実施を通じて都市農村交流を推進するために、市町村、地元商工会、地元旅館業組合
及びその他協力団体等で構成する協議会（現在は任意団体）。事業実施に当たって、申込受付、農家民
泊実施者との調整などを行っている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 205 11_その他 都道府県 群馬県、茨城
県、栃木県

農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

鳥獣被害防止総合対策交付金
実施要領

鳥獣被害防止総合対策
交付金における事業実
施主体の見直し

鳥獣被害防止総合対策交付金のうち、鳥獣被害防止総
合支援事業の推進事業（ソフト事業）の事業実施主体
は、地域協議会のみと規定されているが、同交付金の整
備事業（ハード事業）と同様に、地域協議会だけでなく、
その構成員が事業実施主体となれるよう実施要領を見直
す。

【支障事例】
サル被害対策では、年間を通してサルの群管理（行動範囲の把握や追い払い）を実施する必要があるた
め、交付金の活用できない年度当初から交付金の交付決定前までの期間について、市町村が独自財源
で事業実施している地域がある。県では、地域の負担軽減のため、交付金の活用を推奨しているが、交付
決定の前後で事業主体が異なることから、調査・追い払い従事者の人材確保が困難であるという理由で、
交付金が活用されない例がある。

【提案実現の効果】
野生鳥獣対策は、地域協議会で合意形成を図った上で、関係機関が連携して実施することが重要だが、
具体的な取組については、地域の実情に合わせて、地域協議会の構成員である市町村や生産者団体等
による実施ができるよう規定を見直すことで、より効果的に対策を実施できるようになる。この提案が実現す
れば、深刻化・広域化する野生鳥獣被害に対して、地域ぐるみでの被害対策が一層推進され、農林業等
の被害軽減や営農意欲の向上、地域の活性化等につながると考えられる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

総務省 B　地方
に対する
規制緩和

住民基本台帳法第７条、住民基
本台帳法施行令第６条の２、住
民基本台帳法事務処理要領第
２_１（２）ヌ

住民票の任意記載事項
の拡充

住民基本台帳法施行令第６条の２の規定により市町村長
が住民票に記載することができる任意事項（住民の福祉
の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事
務を管理し及び執行するために必要であるもの）に、「外
国人が本邦において初めて住民票に登録された年月
日」及び「転入前の住所地において住民票に登録された
年月日」を追加する。

H27 203 11_その他 指定都市 川崎市 【背景】
本市住民投票条例の規定による投票資格の有無を判断するに当たり、１８歳以上であること、本市におい
て３ヶ月を超えて住民基本台帳に記録されていることに加えて、永住者及び特別永住者以外の外国人に
ついては、本邦において３年を超えて住民基本台帳に記録されていることが、投票資格の要件となってい
る（以下「３年要件」という。）。しかしながら、外国人登録制度の廃止に伴い、平成24年7月9日以降、市町
村が外国人登録原票を保管していないことから、本市が３年要件の確認を行うに当たって本市在住３年未
満の場合は、転入前の住所地である自治体宛てに個別に文書照会を行うことが必要となっている。
【国におけるこれまでの検討経緯】
住民基本台帳法に基づく住民票の記録等に関する事務は、市区町村の自治事務とされている。
平成２４年７月９日に、改正住民基本台帳法が施行され、外国人住民についても、日本人と同様に、住民
基本台帳法の適用対象に加えることとされた。当該改正法の施行により、外国人登録制度が廃止された。
【支障事例及び制度改正の必要性】
３年要件の確認作業が必要な外国人は、本市において約3,000人存在するが、転出入を繰り返している外
国人等については、文書照会に相当の期間を要することを勘案すると、具体的に投票事案が発生した場
合に、必要な時期までに名簿作成を行うことが事実上不可能となっている。これは、本市に限らず、住民
投票条例上、外国人の資格要件に、本邦に住民票を登録してからの期間を規定している自治体におい
て、共通の支障となっている。
住民投票制度の運用に必要な名簿作成等の処理を迅速に行うため、今回の制度改正が必要と考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html
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－ － － － － －

６【厚生労働省】
（７）旅館業法（昭23法138）
(ⅱ) 地方公共団体が設置する地域協議会等が事業実施主体となり、体験学習を伴う教育旅
行等における宿泊体験を農家等に依頼し、当該地域協議会等が宿泊者から宿泊料に相当す
る対価を受けず、当該体験学習に係る指導の対価のみを受ける場合については、当該地域
協議会等が農家等に支払う経費は宿泊料に該当せず、旅館業法の適用外となることを、地方
公共団体に平成27年度中に通知する。

【厚生労働省】移住希望者の空き家物件への短期居住等に係る旅館
業法の運用について（平成28年3月31日付け厚生労働省医薬・生活衛
生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
204

６【農林水産省】
（17）鳥獣被害防止総合対策交付金
(ⅱ) 鳥獣被害防止総合対策交付金による推進事業において、事業の趣旨等を踏まえ、かつ
地域協議会で決定した活動方針に沿って、地域協議会が事業実施主体となる取組の中で、
地域協議会の構成員がそれぞれ実施する活動も事業対象となることを明確化し、地方公共団
体に平成27年度中に通知する。

【農林水産省】鳥獣被害防止総合対策交付金の運用について（平成
28年3月24日付け農村振興局農村政策部農村環境課長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
205

－ － － － －－



93 / 192 ページ

関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

H27 206 01_土地利
用（農地除
く）

一般市 近江八幡市 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

都市計画法第12条の5
都市計画運用指針
農業振興地域の整備に関する
法律第6条

農業振興地域の指定基
準の変更を伴う地区計画
制度の見直し

市街化調整区域内の市街化区域縁辺部において、市町
村長が対象区域に農業振興地域の農用地を含んで地
区計画を定めようとするときに、農林水産大臣及び都道
府県知事に協議を行い、協議が調った場合に限り、当該
地区計画の区域内について、都道府県知事は、農業振
興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域の指
定を行わないこととすること。

【現行制度の概要】
市街化調整区域内の市街化区域縁辺部の土地利用の変化が著しい地区について、市街化の傾向が強
まったことから、農林漁業との健全な調和を図った上で、都市的土地利用を行おうとした場合、現行制度
下では、区域区分の見直しによってのみ対応できることとされている。

【制度改正の必要性】
都市計画法第15条第２項により、区域区分に関する都市計画は、都道府県が決定するとされており、本県
では、通常５年毎に広域の都市計画区域全体の見地から、複数の市町村と調整の上で都道府県が見直
しを行っている。しかし、都道府県が決定主体であるため区域区分の見直しには長期間を要しており、基
礎自治体が推進するまちづくりのウィークポイントとなっている。
今後、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定や「地域再生関連法」の改正等を踏まえた地域活性化の
実現のためには、このウィークポイントの克服が、基礎自治体にとって生き残りをかけるツールとしても必要
であると考えることから、市街化調整区域内の市街化区域縁辺部において、市町村長が対象区域に農業
振興地域の農用地を含んで地区計画を定めようとするときに、農林水産大臣及び都道府県知事に協議を
行い、協議が調った場合に限り、当該地区計画の区域内について、都道府県知事は、農業振興地域の
整備に関する法律に基づく農業振興地域の指定を行わないこととすることを提案する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 207 02_農業・農
地

一般市 近江八幡市 農林水産省 B　地方
に対する
規制緩和

農業振興地域の整備に関する
法律施行規則第４条の４第26号
の２
農業振興地域制度に関するガイ
ドライン第13 ３(５)⑦

農振法ガイドラインにお
ける農振法施行規則第４
条の４第26号の２計画の
明確化

農振法施行規則第４条の４第26号の２計画に関して、農
業振興地域制度に関するガイドラインにおいて「農業集
落地域において設置することが通常適当であると認めら
れる非農業的な土地利用需要に対応するものとすること
が必要」とされているが、その詳細な取扱いが明確にされ
ておらず、具体的かつ過去の運用実例を反映し、当該ガ
イドラインの明確化を図ること。

【具体的な支障事例】
農振法施行規則第4条の4第26号の2の制度を活用した農村集落の活性化を進めるため、多くの時間と経
費を費やした。特に集落維持型住宅、日常生活関連施設、地域振興のための工場等（いずれも地域の就
農者や他市町村からの住民を呼込むもの）について、農水省の担当者からは、ガイドラインに記載の「農
業集落地域において設置することが通常適当であると認められる非農業的な土地利用需要に対応するも
のとすることが必要」「積極的に非農業的な土地利用を図ることにより都市化の進展を促進させるような土
地利用～なじまない」と示されたが、その規模感や通常適当であると認められる範囲等について、具体的
な判断基準が示されなかった。
また、同じ制度でありながら、非農用地予定区域に整備可能な施設等についての考え方が、他の地域※
と近畿とで違いがあった。
※他地域では、26号の２計画において大規模な地域振興のための工場を設置した。

【具体的な効果】
ガイドラインの明確化を図ることで、優良農地や農産業を守りつつ、迅速かつ適切な判断が可能となる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 209 11_その他 市区長会 中核市市長会 総務省 B　地方
に対する
規制緩和

地方税法第２２条
地方自治法第２４０条第２項及
び第３項
地方自治法施行令第１７１条の
２，同第１７１条の６，同第１７１条
の７

公債権の管理における
滞納者情報の幅広い共
有化の促進

地方自治法第２４０条の「債権」について，次のいずれか
の措置を希望する。①地方自治法第２４０条に条項を追
加する改正を行い，同条第２項又は第３項の事務を行う
にあたり，当該団体が地方税に関する事務によって取得
した情報を活用できる旨を明文化する。②地方税法第２
２条に但し書きを加える改正を行い，同条の「秘密を漏ら
し，又は窃用した場合」とする規定については，秘密とさ
れる情報を地方自治法第２４０条第２項又は第３項の事
務を行うに当たり必要な範囲内で活用する場合に限り，
適用されない旨を明文化する。

地方税のみならず，非強制徴収債権の回収についても，歳入の確保という観点は勿論，他の納付者との
負担の公平性の観点からも積極的に行う必要がある。
市町村が所管する，母子寡婦福祉資金貸付や市営住宅等の事務事業の原資は地方税等の公金であり，
同じ自治体の債権という点において，貸付金や家賃の公益性は税金と遜色がない。これらの債権につい
ても，地方税に関する情報を含む庁内情報を共有・活用のうえ，積極的に回収をしつつ，生活困窮者と判
断される者については，その状況に応じた徴収緩和措置，生活再建の後押しをする等，適正な債権管理
に努めることが市民の福祉の向上に繋がる。
しかし，地方税に関する情報については，地方税法第２２条により，他の債権との情報共有・活用ができな
いとする法解釈がある。地方自治法第２４０条第２項及び第３項の事務を行うに当たり，支障となっている事
例を別紙に示すこととし，徴収の効率化のみならず，公益，福祉の観点からも滞納者情報の共有化が必
要と考える。
なお，左記の法改正を行うことを第一の希望とするが，何らかの事情により法改正を行うことができない場
合においては，総務省より各団体に対し，「法律上明文化はされていないが地方自治法第２４０条第２項
又は第３項の事務を行うにあたり，当該団体が地方税に関する事務によって取得した情報を活用すること
は，地方税法第２２条における「秘密を漏らし，又は窃用した場合」には当たらず，同条違反となることはな
い」旨を通達し，法解釈の統一により上記問題の解決を図ることを希望する。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

－ － － － － －

６【農林水産省】
（８）農業振興地域の整備に関する法律（昭44法58）
(ⅱ) 市町村の条例に基づく地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画（施行規則４条
の４第１項26号の２）については、当該計画において、非農業的な土地利用需要に対応するも
のと定めた場合に設置できることとなる施設を、施設の例示等を追加することにより明確化する
ため、「農業振興地域制度に関するガイドライン」（平12農林水産省構造改善局）を平成27年
度中に改正する。

【農林水産省】「農業振興地域制度に関するガイドラインの制定につい
て」の一部改正について（平成28年3月30日付け農村振興局長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
207

－ － － － － －
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関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

H27 212 03_医療・福
祉

都道府県 広島県、中国地
方知事会、宮城
県、三重県、日
本創生のための
将来世代応援知
事同盟

内閣府、文
部科学省、
厚生労働省

B　地方
に対する
規制緩和

（保育所等整備交付金）
児童福祉法第56条の4の3
保育所等整備交付金交付要綱
（認定こども園施設整備交付金）
認定こども園施設整備交付金交
付要綱

幼保連携型認定こども園
整備に係る交付金制度
の一元化等

27年度に新たに設けられた幼保連携型認定こども園は，
「学校及び児童福祉施設としての法的位置づけを持つ
単一施設」とされ、指導・監督や財政措置の一本化が図
られたところである。
一方，その施設整備に係る国費は，保育所部分は「保育
所等整備交付金（厚生労働省）」，幼稚園部分は「認定こ
ども園施設整備交付金（文部科学省）」と別々であり，交
付金事務の流れも異なる。
単一施設を整備するにもかかわらず，二制度が並立して
いる状況であり，制度の一元化や少なくとも事務の統一
等の改善を求める。

【具体的な支障事例】
交付を受ける立場である市町村においては，幼保連携型認定こども園を新設する場合，単一施設である
にも関わらず，保育所部分は厚生労働省，幼稚園部分は県に交付申請を行うこととなり，二重の事務が発
生している。また、供用部分については，交付申請に当たり，便宜上，幼稚園部分と保育所部分を入所定
員数等により按分し，各々の手続きを行うこととなっている。
一方，県においても，補助金交付の流れが異なることから，予算上は幼稚園部分のみを計上することにな
るほか，保育所部分については厚生労働省からの事務委任により県内市町分の取りまとめ・内容の精査
等を行った上での進達，幼稚園部分については県費補助金としての文部科学省への交付申請を行うこと
となり，二重の事務が生じている。また，単一施設であるにも関わらず，その一部のみ予算計上されるとい
う点についても，県民から分かりにくい仕組みとなっている。
（参考）
保育所部分（保育所等整備交付金）：国から市町村への直接補助
幼稚園部分（認定こども園施設整備交付金）：国から都道府県経由で市町村への間接補助
【制度改正の必要性】
以上から，施設整備交付金については，都道府県及び市町村における事務の効率化や対外的な分かり
やすさ等の観点から，所管の一元化（例えば、内閣府への一元化）や，少なくとも事務の流れの統一化な
どの改善を行うことを求める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 213 01_土地利
用（農地除
く）

都道府県 広島県 国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

国土利用計画法第9条第10項、
第14項

土地利用基本計画の策
定・変更に係る国土交通
大臣への協議の意見聴
取への変更

国土利用計画法に基づき，都道府県が土地利用基本計
画を策定・変更する際に義務付けられている国土交通大
臣への協議を廃止し，意見聴取へ変更する。

【制度改正の必要性】
土地利用基本計画を定める場合，あらかじめ国土交通大臣と協議することになっているが，計画策定・変
更に時間を要している（H25計画変更時には，国への協議を行ってから回答を得るまでに約1か月を要し
た。）。
協議を廃止して意見聴取に変更することにより，現在の処理手順（①市町意見聴取→②国との事前調整
→②審議会諮問→④国への協議）における④の廃止となり，約1か月間の期間短縮が図られる。
なお，同様の提案を昨年度行ったところ，対応方針では「提案の趣旨を踏まえ対応」と整理されたが，その
内容は，「過去の国と都道府県との協議における国の指導事項等，計画変更に当たって有益な情報を地
方公共団体に提供するなど，国と都道府県の協議の円滑化を図る」といった運用の改善に留まるもので，
本県が求める国土交通大臣への協議に要する期間の短縮化にはつながらないと考える。
【懸念の解消】
国は，協議を行う理由として，個別規制法の地域・区域には，国の権限・関与に係るものが多く（都市計画
や農業地域に係る大臣協議など），あらかじめ調整が必要であることなどを挙げている。
事前調整が必要であることには異論ないが，都市計画決定等の事務が自治事務化され，用途地域等，都
市計画決定の権限が移譲されるなど，土地利用基本計画の変更の中で最も件数が多い都市計画の分野
で権限を有している関係市町との調整は意見聴取で対応していることから，同様に，国との調整も意見聴
取で担保できるものと考える。具体的には，意見照会を受けた国土交通省が，関係省庁に意見照会を行
い，取りまとめ結果を都道府県に回答する制度を想定している。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 210 11_その他 市区長会 中核市市長会 総務省、文
部科学省

B　地方
に対する
規制緩和

地方自治法第252条の17の2第3
項
地方教育行政の組織及び運営
に関する法律第55条第6項

条例による事務処理特例
における知事への市町
村長の要請の規制緩和

地方自治法第252条の17の2第3項等の規定により、市町
村長から都道府県知事に対し権限移譲を要請する際の
議会の議決の撤廃

【現状】
地方自治法第252条の17の2第3項には、「市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対
し、第1項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請すること
ができる。」と規定されている。また、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第55条第6項において
も、都道府県教育委員会の権限に属する事務の一部に関し、概ね同様の規定がある。しかし、いずれの
規定においても、これまで同制度の活用事例は皆無である。

【制度改正の必要性】
市町村長からの要請が行われないのは、都道府県知事への要請にとどまるにもかかわらず、議会の議決
という市町村にとっては非常に高いハードルが設定されていることが主たる要因と考えられる。
都道府県知事から市町村長への権限移譲の際には、条例改正のための都道府県議会の議決が必要で
あるが、市町村長からの要請を行う場合には、これに加えて市町村議会の議決も必要となるため、議会へ
の上程手続きや都道府県知事と市町村長との協議等を考慮すると、市町村において事務の移譲希望が
出現してから実際の権限移譲までには、多大な時間と事務量が必要となる。
このことが支障となり、当該制度を活用することを躊躇せざるを得ない状況にある。
また、地方自治法第252条の17の2第2項の規定によれば、都道府県知事は、都道府県議会の議決を得る
ことなく、市町村長に協議を求めることができることを考慮すると、著しくバランスを失していると考えられる。
加えて、内閣府による「地方分権改革に関する提案募集」制度が創設され、これについては市町村議会
の議決を要件とするものではないため、都道府県知事への要請に議会の議決を要することは、必要性が
乏しいと言える。

【制度改正による効果】
この要件を緩和することにより、都道府県と市町村間の速やかな協議や議会対応等の事務量の削減へと
つながり、また、これまでは潜在していた市町村側の移譲希望事務も顕在化する等の効果も期待される。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html
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６【内閣府（２）】【文部科学省（３）】【厚生労働省（５）】
児童福祉法（昭22法164）及び認定こども園施設整備交付金
幼保連携型認定こども園の整備に係る交付金については、保育所等整備交付金と認定こども
園施設整備交付金の交付要綱や協議書の一本化等の事務手続の簡素化を図る方向で検討
し、平成27年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

【厚生労働省】平成28年度保育所等整備交付金に係る協議について
（平成28年4月20日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）
【厚生労働省】平成27年度補正予算案における安心こども基金の取扱
い等について（平成28年1月7日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭
局総務課調整係、保育課予算係事務連絡）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
212

６【国土交通省】
（16）国土利用計画法（昭49法92）
土地利用基本計画の策定及び変更に係る国土交通大臣に対する協議（９条）については、今
後の経済社会情勢に即した土地利用基本計画制度の在り方の検討の状況及び都道府県の
意向を踏まえ、廃止を含めた適切な在り方について検討し、平成28年中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。

－ － － － －－
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関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

H27 215 03_医療・福
祉

都道府県 鳥取県、中国地
方知事会、関西
広域連合、日本
創生のための将
来世代応援知事
同盟、滋賀県、
大阪府、兵庫
県、和歌山県、
徳島県、堺市

内閣府、厚
生労働省

B　地方
に対する
規制緩和

平成27 年度子ども・子育て支援
交付金交付要綱（案）
病児保育事業実施要綱（案）
（27 年度の要綱は現時点で未
発出であるが、案が提示されて
いる）

病児保育事業に係る国
庫補助の職員配置に関
する要件緩和

病児保育事業（病児対応型、病後児対応型）について
は、看護師等を利用児童おおむね10人につき１名以上、
保育士を３人につき１名以上配置することとされている
が、次の要件緩和を求める。
①保育士１名以上を含む施設職員が複数名配置されて
いる場合に限り、病院に近接し、又は同一施設内にある
施設にあっては、看護師が常駐していなくても、迅速な
対応が可能であれば良いこととする。
②利用児童がいる日に限り、保育士及び看護師等の資
格を有し市町村長が業務遂行能力があると認める者に、
日当を支払い、従事させることでも良いこととする。

【本県における状況】
人口や子どもの少ない中山間地域等では、病児保育事業のニーズがある一方、総利用人数が少なく、年
間稼働日数が10 日に満たない施設や季節ごとの利用人数の増減が大きい施設があり、国が求めるように
保育士や看護師等を常時雇用しておくことは難しく、また、効率性の観点からも望ましくないと考える。
（参考）年間利用人数の少ない保育所内施設の例（26年度実績）
施設（A）年間総数４名（４月・５月に２名ずつのみ、その他の月は０名）
施設（B）年間総数16名（５月に７名、６月に５名、その他の月は０名～２名で推移）

【制度改正の必要性】
人口や子どもの少ない中山間地域等において、病児保育サービスを安定的に提供するため、サービスの
安全面を担保できる範囲において、職員配置基準を緩和し、代替措置を講じることで事業を行うことを認
めていただきたい。
これが実現できれば、職員を常時配置するのではなく、必要な時に、必要な人員を配置することが可能と
なり、利用児童数が不安定な状況であっても柔軟な対応と適切な財政支援を行うことで、財政の効率化を
図れるほか、事業者としても安定した経営を可能とし、病児･病後児保育の裾野を広げていくことにつなが
る。女性の活躍推進や地方への移住促進の観点からも重要な施策であると考える。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 216 03_医療・福
祉

都道府県 鳥取県、中国地
方知事会、関西
広域連合、日本
創生のための将
来世代応援知事
同盟、滋賀県、
大阪府、和歌山
県、徳島県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

母子及び父子並びに寡婦福祉
法第 31 条第２項
母子及び父子並びに寡婦福祉
法施行令第 28 条第４項

高等職業訓練促進給付
金の支給対象期間の拡
大

看護師等の就業に結びつきやすい資格を取得するため
養成機関で修業する母子家庭の母又は父子家庭の父に
支給される高等職業訓練促進給付金について、その支
給対象期間を、「修業する期間に相当する期間」としなが
ら現行では上限２年に制限している。当該現行の補助対
象となる支給対象期間を「上限なし（３年目以降も対象）」
に拡大すること。

【具体的な支障事例】
ひとり親の就業に資する資格取得に際しての生活支援給付金である高等職業訓練促進給付金の支給対
象期間は、21 年度には修業期間の全期間（上限なし）に拡充されたが、その後、24 年度から上限３年、
25 年度からは上限２年に短縮されたことから、３年以上のカリキュラムが必要な資格に係る修業者数が減
少している。（（県内実績）23 年度：６名、24 年度：３名、25 年度：０名）
ひとり親家庭の経済的自立にとって、効果的な資格を取得することは重要である一方、低所得傾向にある
ひとり親にとって、３年目以降の給付金の当てが無い中では、３年以上の修業を要する資格を取得するに
は生活の不安があり、意欲があっても資格取得を断念せざるを得ない状況である。
【制度改正の必要性】
ひとり親家庭は、非正規雇用で就労している割合が高く、それに伴い、一般世帯と比べて年収が低くなっ
ていることから、自立を促進するには安定した就業のための支援が必要である。
その中で、高等職業訓練促進給付金は就業支援の効果が高く、実際に、県内で当該事業を活用して資
格取得したひとり親の多くが常勤雇用に結びついている。
ひとり親に安定した修業環境を提供し、資格取得後には安定した雇用形態で就業できるよう自立促進を
図るため、修業する全期間を給付金の支給対象期間とすることが必要である。
【本県における対応】
なお、本県では全期間を給付金の支給対象とすることの重要性に鑑み、26 年度から県単独事業として、
国庫補助の対象とならない３年目以降について、市町村を通じて支給することとした。（これにより、25 年
度に０名となった修業者が 26 年度は３名、27 年度は５名と増加に転じた。）

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

介護保険法第13条 介護保険における住所
地特例の適用対象の拡
大

都市部から地方への移住を推進するに当たっては、介
護が必要となった場合に、移住前自治体における居住
期間に応じて介護保険の「住所地特例制度」の対象とす
るなど、介護費用を移住前の自治体が負担する制度的
な仕組みを講じること。

H27 214 03_医療・福
祉

都道府県 鳥取県 【制度改正の必要性】
地方創生の中で、政府は高齢者が健康時から地方へ移り住む「日本版ＣＣＲＣ」の普及を図ることとしてお
り、本県としても積極的に取り組む考えであるが、現制度においては、移住後に介護が必要となった場合、
介護費用は全て受入れ自治体の負担となるため、「日本版ＣＣＲＣ」の普及の妨げとなる。
介護保険施設等に入所することにより移住する場合には、従前から住所地特例が適用となるが、施設等
以外への移住については、当該特例の適用がないため、介護サービスの給付については、移転後保険
者の負担となる。
また、被保険者が元気な時期に移住したとしても、移住者の高齢化が進むにつれ、その後に介護保険
サービスを利用することが想定され、移転後の保険者にとっては、介護保険料の納付を受ける額よりも、給
付費の額の方が大きくなると想定される。
さらに、住所地特例を適用した場合の介護保険給付費の負担割合についても、東京都から鳥取県へ移転
してくる場合、前住所地の保険者が全額負担することとなるが、東京都→広島県→鳥取県と移転してくる
場合などのように、１号(2号)被保険者となってから移住を繰り返すなど、前住所が複数ある場合において
は、施設入所の直前の住所地の負担が大きいものとなることから、負担の均衡を図るため、居住期間に応
じた負担額とする措置が必要である。
地方創生は極めて重要な国全体の重要政策であるが、地方創生を推進（高齢者の地方移住）しようとした
結果、地方財政に負担を強いることとなれば本末転倒である。
住所地特例の拡充により、地方の創意工夫で地方創生の取組を進めるための環境整備を行うことが必要
である。

【県内の状況】
サービス付高齢者住宅等を整備している市町村においては、CCRCの取組について積極的に推進し地域
の活性化につなげたいが、移住後すぐに介護保険利用者となると、市町村の持ち出しが多くなるので不
安との声が上がっている。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和
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URL

国の担当部局
対応方針（閣議決定）記載内容

（提案年におけるもの）
最終の対応方針（閣議決定）記載内容 措置の概要 資料等

６【内閣府（４）】【厚生労働省（21）】
子ども・子育て支援法（平24法65）
病児保育事業については、利用児童が見込まれる場合に近接病院等から保育士及び看護師
等が駆けつけられる等の迅速な対応が可能であれば、保育士及び看護師等の常駐を要件と
しないなど、柔軟な対応が可能であることを地方公共団体に平成27年中に通知し、あわせて、
「病児保育事業実施要綱」（平27厚生労働省雇用均等・児童家庭局）を平成28年４月を目途
に改正する。

【内閣府】【厚生労働省】病児保育事業（病児対応型・病後児対応型）
の職員配置について（平成27年12月28日付け厚生労働省雇用均等・
児童家庭局保育課事務連絡）
【内閣府】【厚生労働省】「病児保育事業の実施について」の一部改正
について（平成28年4月27日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
215

６【厚生労働省】
（16）母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭39法129）
高等職業訓練促進給付金については、当該給付金の機能の充実について検討し、平成28年
度予算編成過程で結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

【厚生労働省】母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正
する政令の施行について（平成28年4月1日付け厚生労働省雇用均
等・児童家庭局長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
216

６【厚生労働省】
（19）介護保険法（平９法123）
(ⅱ) 要介護認定等を受けていない高齢者等が一般住宅等に移住した場合における介護給付
費の財政調整については、国庫負担金のうちの調整交付金（122条）の配分効果を検証しつ
つ、特に年齢が高い高齢者が多い地方公共団体によりきめ細かく配分するなど、調整交付金
の在り方について検討し、平成28年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
るとともに、地方公共団体に周知する。
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関係府省 具体的な支障事例
提案年における最終的な

調整結果（個票等）
提案
区分

根拠法令等
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容分野
提案団体
の属性

提案
団体

年
年別
管理
番号

H27 217 11_その他 都道府県 鳥取県、京都
府、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、徳島県

農林水産省
（水産庁）

B　地方
に対する
規制緩和

漁業法第65条第７項

水産資源保護法第４条第７項

漁業調整規則の制定に
係る農林水産大臣の認
可の廃止

漁業法及び水産資源保護法に基づき各都道府県が定
めている漁業調整規則において、他県にまたがらない一
県で完結する河川等における内水面漁業調整規則の改
正は、各県の実情を踏まえた柔軟な対応ができるよう農
林水産大臣の認可を不要とし、届出とすること。

【具体的な支障事例】
内水面における禁漁区域等の設定については、内水面漁業調整規則の改正が必要であるが、改正の手
続きには国の認可が必要である。その手順は、①水産庁担当者による内容確認、②事前協議（公文）、③
事前協議了解通知、④内水面漁場管理委員会諮問・答申、⑤規則改正認可申請、⑥認可となり、早くとも
約１年を要するため、迅速な改正を求める地元意向に対処できない。
規則改正が必要な千代川大口堰周辺については、平成２３年以降、毎年委員会指示を発令して周年禁
止としているが、遊漁者の違反が年数回繰り返されている。規則違反の場合は、警察に通報し違反者の
指導や検挙を行っているため、抑止効果が高い。一方、委員会指示違反の場合は、直罰規定がなく、罰
則をかけるにはその前段として知事の裏付け命令が必要であり、処分までに時間を要し、両者の間には抑
止力に大きな差がある。

（参考）
平成１９年「東郷湖シジミ採取の大きさ規制等」に関する規則改正の手続きには７ヶ月を要した。
現在、「千代川大口堰周辺の水産動植物採補禁止区域の設定」に係る水産庁担当者による内容確認とし
て資料を提出中。

【制度改正の必要性】
広域的な資源管理に影響を及ぼさず、複数の都道府県間の漁業調整問題を招く恐れがない一県で完結
する河川等の規則改正は、特に重要なものとは考えられないため、水産庁で認可を行う必要性は低いと
考えられる。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 218 01_土地利
用（農地除
く）

都道府県 鳥取県、中国地
方知事会、関西
広域連合、滋賀
県、京都府、大
阪府、兵庫県、
和歌山県、徳島
県

国土交通省 B　地方
に対する
規制緩和

都市計画法省令第13条第3号イ 道路に関する都市計画
の「軽易な変更」の対象
拡大

都市計画法第21条第2項の都市計画の変更について、
政令第14条で定める省令第13条の規定により道路に関
する都市計画の軽易な変更の対象が定められているが、
この対象を拡大し、手続きの簡素化、時間短縮を図る。

【制度改正の必要性】
道路（県管理の国道）に関する都市計画の軽易な変更については、省令第13条第3号に定められていると
おり、線形の変更による位置又は区域の変更は、中心線の振れが100m未満、かつ、変更となる区間の延
長が1,000m未満のものに限られている。
しかしながら、一般に、航空写真等を元に都市計画決定した後に、詳細な調査や測量を行った結果、線
形の変更を行う必要が生じることは、区間の延長に関わらずしばしば起こりうる。そして、詳細な調査等に
伴う変更については、国土交通大臣の協議において、議論となるものではなく、実際に、過去5カ年（平成
21年度～25年度）の協議で、計画の本質的な変更を求めるような意見が出されたことはない。
このことから、変更となる区間の延長が1,000m以上のものであっても、詳細な調査や測量に伴うものなど、
軽易な理由によるものについては、国土交通大臣への協議は不要とすべく、省令で定める軽易な変更の
対象を拡大し、変更となる区間の延長による縛りを廃止すべきと考える。

【具体的な支障事例、制度改正の必要性】
鳥取県では、本条件に該当する変更手続は、手続き中の案件が１件、今後予定している案件が１件ある
が、これらについて、現行制度では、標準事務処理期間である事前調整60日間、協議・同意30日間を要
することとなるところ、制度改正が実現すれば、手続きの簡素化、時間短縮が図られる。
また、線形の変更による位置又は区域の変更で、中心線の振れが100m未満、かつ、変更区間延長が
1,000m以上のもののうち、詳細な調査や測量に伴う軽易な理由によるものは、中国5県において、過去5カ
年の間に6件あった。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 219 11_その他 都道府県 鳥取県、中国地
方知事会、滋賀
県、兵庫県、和
歌山県、徳島県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

統計法第19条に規定される「一
般統計調査」として、総務大臣
の承認を得て、毎年実施。

労使関係総合調査事業に係る
委託要綱第3条

労使関係総合調査（労働
組合基礎調査）の都道府
県への委託による実施の
見直し

労使関係総合調査（労働組合基礎調査）は、都道府県
知事に委託することとされているが、都道府県の事務負
担の軽減を図るため、民間委託に切り替えるなど、制度
及び調査方法の抜本的な見直しを図ること。

【制度改正の必要性】
労使関係総合調査（労働組合基礎調査）については、各都道府県の労政主管課が国からの委託を受け
て調査を実施している。県内労働組合の組合数、労働組合員数、加盟組織系統等の状況を調査するもの
であるが、労働組合へ調査票の発送、紙ベースとオンラインの２種類の回答の集約、回答がない労働組合
には督促の電話など、事務作業に多くの時間を費やしている。
事務作業量は多いが作業内容は単純であり、都道府県が業務を受託して実施しなければならない合理
的な理由に乏しい。
なお、労使関係総合調査事業に係る委託要綱に基づき本業務委託を任意に厚労省官房統計情報部長
と都道府県知事が契約しているが、都道府県側が交渉することは実質的に困難であり、国から提示された
委託金額・内容等の条件を受け入れざるを得ない状況である。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 221 04_雇用・労
働

都道府県 京都府、滋賀
県、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

ハローワークの求人情報のオン
ライン提供利用規約（民間職業
紹介事業者等）７、ハローワーク
の求人情報のオンライン提供利
用規約（地方自治体等）７

ハローワーク求人情報の
委託訓練機関等への提
供

委託訓練及び認定職業訓練を行う民間機関について、
職業紹介の許可を受けた機関でなくても、オンライン提
供を受けた地方自治体からハローワークの求人情報を提
供できるようにすることを求める

都道府県が民間教育訓練機関等に委託して行う「委託訓練」及び事業主等が行う「認定職業訓練」につ
いては、職業紹介の許可を受けた機関を除き、ハローワーク求人情報提供の対象外となっている。
訓練を就職へ直結させるには、職業訓練実施機関でも求人情報を提供できるようにすることが効果的であ
り、訓練受講者等が訓練機関で求人情報の端末を検索できるようになり、受講者・求職者の利便性も向上
することから、オンライン提供を受けた地方自治体から、「委託訓練」や「認定職業訓練」の実施機関に対
しハローワークの求人情報提供を可能とすることを求める。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html

H27 222 03_医療・福
祉

都道府県 京都府、関西広
域連合、滋賀
県、大阪府、兵
庫県、和歌山
県、鳥取県、徳
島県、堺市

厚生労働省 B　地方
に対する
規制緩和

母子及び父子並びに寡婦福祉
法第３１条第２項
母子及び父子並びに寡婦福祉
法施行令第２８条第４項

高等職業訓練促進給付
金等事業の支給対象期
間の拡大（上限2年→3
年）

看護師等の就業に結びつきやすい資格を取得するため
養成機関で修業する母子家庭の母又は父子家庭の父に
支給される高等職業訓練促進給付金の支給対象期間
を、現行では上限2年に制限しているところ、3年に拡大
することを求める。

ひとり親家庭は、非正規雇用で就労している割合が高く、一般世帯と比べて年収が低くなっている。ひとり
親家庭に安定した修業環境を提供し、資格取得後には安定した雇用形態で就業することをもって自立促
進を図るため、修業する全期間を給付金の支給対象期間とすることが必要。
看護師等の資格は取得に３年を要するため、ひとり親にとっては、修業期間の3年目以降の生活の不安か
ら、意欲はあっても資格取得を断念せざるを得ない状況にある。
なお、修業３年目には母子寡婦福祉資金の貸し付け（月68,000円）が受けられるものの、卒業後に多額の
返済を抱えて就労しなければならないことに対する不安も強い。

https://www.cao.go.jp/bunken-
suishin/teianbosyu/h27/teianbosyu_k
ekka.html
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６【農林水産省】
（２）漁業法（昭24法267）及び水産資源保護法（昭26法313）
(ⅱ) 都道府県による内水面漁業調整規則の制定及び改正（漁業法65条及び水産資源保護
法４条）については、当該事務の円滑化に資する観点から、都道府県の担当者に対する説明
会を開催するとともに、具体的な改正事例を踏まえて、必要な書類や認可に際しての留意点
を、都道府県に平成27年度中に通知する。

－ － － － － －

６【厚生労働省】
（24）労使関係総合調査事業
労使関係総合調査事業のうち、労働組合基礎調査については、都道府県の事務負担の軽減
を図る観点から、インターネットによるオンライン調査の更なる活用を進めるため、オンライン回
答率が高い都道府県における取組事例について、都道府県に平成27年度中に通知する。

【厚生労働省】労働組合基礎調査におけるオンライン調査の利用促進
に資する取組事例の提供について（平成28年3月18日付け厚生労働
省大臣官房統計情報部雇用・賃金福祉統計課長通知）

https://www.cao.go.jp/
bunken-
suishin/teianbosyu/h27
/h27fu_tsuchi.html#h27_
219

６【厚生労働省】
（３）職業安定法（昭22法141）、雇用対策法（昭41法132）及び雇用保険法（昭49法116）（抜
粋）
公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業及び雇用保険の適用、認定、給付
等並びに地方公共団体が行う無料職業紹介事業に対する指導監督等については、以下のと
おりとする。具体的な措置については、労働政策審議会における審議の結果を踏まえ、必要
な措置を可能なものから順次講ずる。制度設計に当たっては、地方公共団体の代表が参画す
る検討の場を設けるなど、地方公共団体の意見を十分に反映させる。
（ⅰ）「地方版ハローワーク」（地方公共団体が自ら実施する無料職業紹介）の創設について
地方公共団体が行う無料職業紹介（職業安定法33条の４）について、以下の見直しを行う。
・地方公共団体がオンラインで提供を受けた求人情報を、委託訓練及び認定職業訓練の実施
機関に対して提供することを可能とする。

６【厚生労働省】
（16）母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭39法129）
高等職業訓練促進給付金については、当該給付金の機能の充実について検討し、平成28年
度予算編成過程で結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。


